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１．計画の概要 

 

（１）計画策定の経緯 

急速な少子高齢化の進行は、人口構造にアンバランスを生じさせ、労働力人口の減少や社会

保障負担の増加、地域社会の活力低下など、将来的に社会・経済への深刻な影響を与えるもの

として懸念されています。 

また、核家族化の進行、都市化の進展、就労環境の変化等、子どもと家庭を取り巻く環境は

大きく変化しており、これからの日本には、子どもを産み、育てやすい社会を目指すことが何

よりも重要なことと言えます。 

国においては、平成 24 年８月に、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育

の量的拡大及び確保、地域における子ども・子育て支援の充実等を図るため、「子ども・子育

て支援法」が制定されるとともに、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の一部を改正する法律（認定こども園法の一部改正法）」、「子ども・子育て

支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が制定

されました。以上の「子ども・子育て関連３法」に基づき「子ども・子育て支援新制度」が創

設されることとなりました。 

子ども・子育て支援法において、区は幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業

の提供体制の確保及び円滑な実施を総合的かつ計画的に行うため、「子ども・子育て支援事業

計画」を策定することになっています。 

本区においても、平成 27 年４月の子ども・子育て支援新制度実施に向け、中央区子ども子

育て支援事業計画を策定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援新制度における「子育てをめぐる現状と課題」 

●急速な少子化の進行 
●結婚・出産・子育ての希望がかなわない現状 
・独身男女の約９割が結婚意志を持っており、希
望子ども数も２人以上 
・家族、地域、雇用など子ども・子育てを取り巻
く環境が変化 
●子ども・子育て支援が量・質ともに不足 
・家族関係社会支出の対ＧＤＰ比の低さ 
●子育ての孤立感と負担感の増加 
●深刻な待機児童問題 
●放課後児童クラブの不足「小１の壁」 
●Ｍ字カーブ（３０歳代で低い女性の労働力率）
●子ども・子育て支援の制度・財源の縦割り 
●地域の実情に応じた提供対策が不十分 

質の高い幼児期の学校教育、保育の

総合的な提供 

保育の量的拡大・確保 

 ・待機児童の解消 

 ・地域の保育を支援 

地域の子ども・子育て支援の充実 

検討中
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（２）計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第２条（基本理念）を踏まえ、同法第 61 条に基づき策

定するものです。 

 

 

（３）他の計画との関係 

本計画は、保健・医療・福祉の総合計画である「中央区保健医療福祉計画」の個別計画であ

り、上位計画である「中央区基本計画 2013」をはじめ、関連する区の計画等との整合性を図り

つつ策定しています。 

 

 

（４）計画の期間 

本計画は、平成 27 年度を初年度とし、平成 31 年度までの５年間を計画期間とします。 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

       

       

 

 

（５）計画の策定体制 

本計画の策定にあたり、「子ども・子育て支援法」第 77 条第１項の規定に基づき、公募によ

る区民の代表、子育て支援事業者、学識経験者などで構成する「中央区子ども・子育て会議」

を設置し、審議を行いました。 

 

 
（６）調査の実施 

本計画の策定のため、幼児期の学校教育及び保育の施設、地域の子ども・子育て支援事業等

の「需要見込み量」の設定に必要な現在のサービスの利用状況及び今後の利用希望（潜在的ニ

ーズ）等を把握し、計画の基礎資料とするため、以下の調査を行いました。 

 

 

調査種別 対象者 抽出方法 実施方法 有効回収率

 就学前児童（0～5歳）の保護者 64.8%

 小学校児童（小1～小6）の保護者 56.6%

ひとり親家庭

実態調査
 児童育成手当（育成手当）受給者

 悉皆（ただし、利用希望把握調査

 の対象者として抽出された者を除

 く。）

54.2%

利用希望把握調査

（ニーズ調査）

 住民基本台帳より計画3地域、年

 齢、男女比を均等に無作為抽出
郵送による

配布・回収

計画の策定 計 画 期 間 

点検・評価・見直し 

検討中
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２．計画の基本方針 

 

（１）子ども・子育て支援法の目的・基本理念 

子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号）において、目的および基本理念について以

下のように定められています。 

 

（目的） 

第 1 条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境

の変化に鑑み、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）その他の子どもに関する法律に

よる施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に

必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄

与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第２条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有す

るという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全

ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。  

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが

健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的か

つ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 
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（２）子ども・子育て支援法に基づく基本指針 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給

付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成 26 年

内閣府告示第 159 号）において、子ども・子育て支援の意義について以下のように示されてい

ます。 

 

  「子ども・子育て支援の意義に関する事項」より 

◇ 子ども・子育て支援については、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考

えを基本に、子どもの視点に立ち、子どもの生存と発達が保障されるよう、良質かつ適切な

内容及び水準のものとすることが必要である。   

◇ 子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、一人一人の子どもや保護者の幸せにつなが

ることはもとより、将来の我が国の担い手の育成の基礎をなす重要な未来への投資であり、

社会全体で取り組むべき最重要課題の一つである。 

◇ 親自身は、周囲の様々な支援を受けながら、実際に子育てを経験することを通じて、親とし

て成長していくものであり、全ての子育て家庭を対象に、こうしたいわゆる「親育ち」の過

程を支援していくことが必要とされている。 

 

  「子どもの育ち及び子育てをめぐる環境」より 

◇ 子どもが安心して育まれるとともに、子ども同士が集団の中で育ち合うことができるよう、

また、家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、男女共に保護者がしっかりと子

どもと向き合い、喜びを感じながら子育てができるよう、子どもの育ちと子育てを、行政や

地域社会を始め社会全体で支援していくことが必要である。こうした取組を通じて、全ての

子どもの健やかな育ちを実現する必要がある。 

 

  「子どもの育ちに関する理念」より 

◇ 乳児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感の醸成、

幼児期における他者との関わりや基本的な生きる力の獲得及び学童期における心身の健全な

発達を通じて、一人一人がかけがえのない個性ある存在として認められるとともに、自己肯

定感をもって育まれることが可能となる環境を整備することが、社会全体の責任である。 

 

  「子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義」より 

◇ 子ども・子育て支援とは、保護者の育児を肩代わりするものではなく、保護者が子育てにつ

いての責任を果たすことや、子育ての権利を享受することが可能となるよう、地域や社会が

保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保護者が

自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育て

や子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるような支援をしていくことである。 
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（３）中央区における子育て支援についての基本的な考え方 

 

事務局案 別紙のとおり 

 

 

 

（４）計画の基本方針 

 

事務局案 別紙のとおり 
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３．中央区の乳幼児人口・出生状況及び子ども・子育て支援の現状 

 

（１）中央区の乳幼児人口・出生状況 

１）人口の推移 

総人口は 15 年前と比較すると 1.7 倍の 129,349 人となっています。 

年齢３区分別の人口動向をみると、各区分で人口は増加傾向にあります。近年の 30 代・

40 代などの流入に合わせて年少人口が急速に増加しています。 

年齢３区分別人口の推移 

 
※各年 4 月 1日現在 中央区「住民基本台帳」               

 

 

２）乳幼児人口の推移 

０～５歳の乳児人口の推移をみると、10 年前と比較すると約 2倍の 7,883 人となっていま

す。平成 26 年の０歳児は 1,597 人であり、乳児人口の約 20％を占めています。 

 

乳幼児人口の推移 

 
※各年４月１日現在 中央区「住民基本台帳」                   

 

9,363 10,249 11,916 15,250

52,534
64,508

80,876
92,430

13,129

15,433

18,668

21,669

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成11年 平成16年 平成21年 平成26年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人）

75,026
90,190

111,460

129,349

764 776 886 1,017 1,088 1,172 1,271 1,361 1,388 1,419 1,597736 801 799 880 1,049 1,089 1,135 1,249 1,323 1,369 1,435
661 747 795 778 882 1,028 1,079 1,114 1,224 1,276 1,321

623 672 762 810 790 900 1,027 1,068 1,078 1,225 1,274

633 646 677 748
819

800
892

1,027 1,033 1,064
1,198

642 639 648 684
760

817
794

882 1,008 1,018
1,058

4,059 4,281
4,567 4,917

5,388
5,806 6,198

6,701
7,054

7,371 7,883

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

（人）
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３）出生数の推移 

中央区の合計特殊出生率は東京都平均と比較して、平成 17 年では低い状況ではあるもの

の、平成 18 年以降徐々に増加しています。平成 22 年には東京都平均を超え、平成 25 年で

は 1.26（概数）となっています。 

年間あたりの出生数は、平成 18 年で 1,000 人を超え、平成 25 年では 1,694 人となってい

ます。平成 25 年と平成 16 年とを比較すると２倍以上となっています。 

 
合計特殊出生率・出生数（区）の推移 

 
 

※平成 24 年８月以降の出生数は、住基法の一部改正(24.7.9 施行）に伴い、外国人住民を含む。 

※平成 24 年（2012）人口動態統計（確定数）の概況（厚生労働省）、人口動態統計（東京都） 

※合計特殊出生率とは、15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの 

 

４）子ども・子育て支援事業計画 人口推計 

平成27年以降も増加傾向が続き、平成30年に乳幼児人口は１万人を超えると推測されます。 

798 869 1,042 1,145 1,222 1,332 1,447 1,432 1,511 1,694

1.29  1.26 
1.32  1.34  1.37  1.37  1.39  1.39  1.41  1.43 

0.85  0.86 
0.97  1.02  1.04  1.10 

1.19 
1.13 

1.18 

1.26 1.01  1.00  1.02  1.05  1.09  1.12 

1.12 
1.06  1.09 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

1.60 

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

中央区 出生数 国 中央区 東京都

（人）

合計特殊出生率

1,419 1,597 1,581 1,641 1,722 1,815 1,756
1,369 1,435 1,547 1,609 1,686 1,779 1,778
1,276 1,321 1,456 1,575 1,653 1,744 1,7461,225 1,274 1,404 1,499 1,620 1,711 1,7121,064 1,198 1,309 1,445 1,559 1,676 1,677
1,018 1,058

1,225 1,265 1,350 1,390 1,486
7,371 7,883 8,522

9,034 9,590 10,115 10,155

0

5,000

10,000

15,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

（人）
推計値実績値

（概数） 

（概数） 

0歳



 

（２）子

１）

①

認

認

ら

ヵ

認

さ

 

 

 

東

認

子ども・子

教育・保育

①施設の概要

認可保育所 

現在、区内

認定こども園

らに、平成 26

所の開設が

 

 

 

 

 

 

 

※認可保育所：

 

 

 

 

 

認証保育所 

現在、区内に

れています

 

 

 

 

※認証保育所：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称

東京都認証保

認定こども園

子育て支援の

育施設の現状

と位置 

には認可保育

園２ヵ所が開

6 年 10 月に

予定されてい

：児童福祉法第

設置を届け出た

に基づき民間事

けて設置した児

には 17 ヵ所

す。 

：大都市の特性に

（認証基準）

した施設 

称

保育所 １

園 １

の現状 

状 

育所が 28 ヵ

開設されてい

には私立認可

います。 

35 条第３項に基

た、または、同

事業者が知事の

児童福祉施設

所の認証保育

に着目した都独

を満たし、都知

施設数（備

６園

園（地方裁量

9 

所、区立

ます。さ

可保育所２

基づき区が

同条第４項

の許可を受

育所が開設

自の基準

知事が認証

備考）

量型）
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区立幼稚園 

現在、区内には 13 ヵ所の区立幼稚園が開設

されています。そのうち、３園で 16 時 30 分

までの預かり保育を実施しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業所内保育施設・院内保育施設・ベビーホテル 

現在、企業が設置した主として従業員の子ども

に保育を提供する事業所内保育施設が10施設あり

ます。また民間のベビーホテルが 10 施設、保育士

等の資格がある養育者がその自宅等で少人数の子

どもを保育する家庭福祉員（保育ママ）が７名い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※上記は東京都や区の認証、認可のない施設 

 
 
  

名 称 施設数（備考）

区立幼稚園 １３園

預かり保育実施園 うち３園

名 称 施設数（備考）

事業所内保育施設 １０施設

（事業所８、院内２：主として従業員の子
どもに保育を提供）

ベビーホテル １０施設

（都や区の認証、認定がないもののうち、
午後7時以降の保育、宿泊を伴う保育、

時間単位での児童の預かりを行ってい
る施設を指す）

家庭福祉員（保育ママ） 日本橋地域 ４名
京橋地域 ０名
月島地域 ３名
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②幼稚園・保育所入所状況等 

平成 22 年度と平成 26 年度を比べると、保育ニーズ率が 34.8％から 41.9%に上昇している

のに比べ、幼稚園入所率は 51.6％から 43.7％に落ちています。共働きが増え、保育所を希

望する人がより増加していることが見てとれます。 

 
幼稚園・保育所入所状況等 

 

 
 
 
 

各年度４月１日現在（幼稚園は入園式の日現在）

平成22年度

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1,271人 1,135人 1,079人 1,027人 892人 794人 6,198人

保育所等入所者数　Ｂ 220人 379人 328人 300人 2,008人

待機児数（新定義）　Ｃ 20人 19人 5人 2人 152人

小計　Ｄ（Ｂ＋Ｃ）　 240人 398人 333人 302人 2,160人

保育ニーズ率　Ｄ／Ａ 18.9% 38.8% 37.3% 38.0% 34.8%

学齢別人口　3歳～5歳　Ｅ 1,027人 892人 794人 2,713人

幼稚園入所者数 　Ｆ ― ― ― 525人 466人 409人 1,400人

入所率　Ｆ／Ｅ ― ― ― 51.1% 52.2% 51.5% 51.6%

平成23年度

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1,361人 1,249人 1,114人 1,068人 1,027人 882人 6,701人

保育所等入所者数　Ｂ 235人 425人 373人 333人 2,306人

待機児数（新定義）　Ｃ 0人 0人 0人 0人 40人

小計　Ｄ（Ｂ＋Ｃ）　 235人 425人 373人 333人 2,346人

保育ニーズ率　Ｄ／Ａ 17.3% 39.8% 36.3% 37.8% 35.0%

学齢別人口　3歳～5歳　Ｅ 1,068人 1,027人 882人 2,977人

幼稚園入所者数 　Ｆ ― ― ― 514人 545人 452人 1,511人

入所率　Ｆ／Ｅ ― ― ― 48.1% 53.1% 51.2% 50.8%

平成24年度

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1,388人 1,323人 1,224人 1,078人 1,033人 1,008人 7,054人

保育所等入所者数　Ｂ 246人 452人 419人 369人 2,523人

待機児数（新定義）　Ｃ 8人 1人 0人 0人 79人

小計　Ｄ（Ｂ＋Ｃ）　 254人 453人 419人 369人 2,602人

保育ニーズ率　Ｄ／Ａ 18.3% 42.0% 40.6% 36.6% 36.9%

学齢別人口　3歳～5歳　Ｅ 1,078人 1,033人 1,008人 3,119人

幼稚園入所者数 　Ｆ ― ― ― 476人 504人 532人 1,512人

入所率　Ｆ／Ｅ ― ― ― 44.2% 48.8% 52.8% 48.5%

1,037人

70人

1,107人

43.5%

2,547人

学齢別人口　0歳～5歳　Ａ

学齢別人口　0歳～5歳　Ａ

学齢別人口　0歳～5歳　Ａ

41.5%

940人

40人

980人

学　　　　齢

2,214人

781人

106人

887人

40.1%

2,363人

学　　　　齢

学　　　　齢
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平成 26 年度（詳細） 

 
 

 
 

平成25年度

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1,419人 1,369人 1,276人 1,225人 1,064人 1,018人 7,371人

保育所等入所者数　Ｂ 284人 516人 449人 424人 2,787人

待機児数（新定義）　Ｃ 25人 15人 0人 0人 193人

小計　Ｄ（Ｂ＋Ｃ）　 309人 531人 449人 424人 2,980人

保育ニーズ率　Ｄ／Ａ 21.8% 43.3% 42.2% 41.7% 40.4%

学齢別人口　3歳～5歳　Ｅ 1,225人 1,064人 1,018人 3,307人

幼稚園入所者数 　Ｆ ― ― ― 537人 478人 482人 1,497人

入所率　Ｆ／Ｅ ― ― ― 43.8% 44.9% 47.3% 45.3%

平成26年度

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1,597人 1,435人 1,321人 1,274人 1,198人 1,058人 7,883人

保育所等入所者数　Ｂ 323人 599人 513人 464人 3,165人

待機児数（新定義）　Ｃ 46人 0人 0人 0人 135人

小計　Ｄ（Ｂ＋Ｃ）　 369人 599人 513人 464人 3,300人

保育ニーズ率　Ｄ／Ａ 23.1% 47.0% 42.8% 43.9% 41.9%

学齢別人口　3歳～5歳　Ｅ 1,274人 1,198人 1,058人 3,530人

幼稚園入所者数 　Ｆ ― ― ― 517人 544人 480人 1,541人

入所率　Ｆ／Ｅ ― ― ― 40.6% 45.4% 45.4% 43.7%

1,266人

89人

1,355人

49.2%

1,114人

153人

1,267人

47.9%

学齢別人口　0歳～5歳　Ａ
2,756人

2,645人

学　　　　齢

学　　　　齢

学齢別人口　0歳～5歳　Ａ

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1,597人 1,435人 1,321人 1,274人 1,198人 1,058人 7,883人

認可保育所 (B) 221人 441人 479人 490人 434人 403人 2,468人

入所率　（B)/(A) 13.8% 30.7% 36.3% 38.5% 36.2% 38.1% 31.3%

認証保育所 (C) 98人 171人 170人 109人 79人 61人 688人

入所率　（C)/(A) 6.1% 11.9% 12.9% 8.6% 6.6% 5.8% 8.7%

家庭福祉員 (D) 4人 5人 0人 ― ― ― 9人

入所率　（D)/(A) 0.3% 0.3% 0.0% ― ― ― 0.1%

待機児数（新定義） (E) 46人 74人 15人 0人 0人 0人 135人

待機率　（E)/(A) 2.9% 5.2% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7%

小計（保育ニーズ） (F) 369人 691人 664人 599人 513人 464人 3,300人

保育ニーズ率 23.1% 48.2% 50.3% 47.0% 42.8% 43.9% 41.9%

学齢別人口 3～5歳 (G) ― ― ― 1,274人 1,198人 1,058人 3,530人

幼稚園入所者数 (H) ― ― ― 517人 544人 480人 1,541人

幼稚園入所率(H)/ (G) ― ― ― 40.6% 45.4% 45.4% 43.7%

合計　（Ｉ) 369人 691人 664人 1,116人 1,057人 944人 4,841人

その他 (A-I) 1,228人 744人 657人 158人 141人 114人 3,042人

23.1% 48.2% 50.3% 87.6% 88.2% 89.2% 61.4%

学　　　　齢

学齢別人口（A)

就 園 率 等（I)/(A)
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⑤区立幼稚園の現状 

幼稚園については、現在、13 園が開園されています。乳児人口は増加傾向ですが、入所者

数は平成 23 年からはほぼ横ばいです。 

 

区立幼稚園の入所者数（園児数） 

 
※各年４月の入園式の日現在 

 

 

  

1,400
1,511 1,512 1,497 1,541
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6,701 7,054 7,371

7,883

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

幼稚園入所者数 乳幼児人口（0～5歳）

（人） （人）



 

15 

３ 
 
 

中
央
区
の
乳
幼
児
人
口
・
出
生
状
況
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
現
状 

２）地域子ども・子育て支援事業の概要 

①各事業の概要 

子ども・子育て支援法に規定されている地域子ども・子育て支援事業のうち、現在、中央

区で実施している事業の概要と事業実績を以下に示します。 

 

(1)利用者支援に関する事業（利用者支援） 

・保育所申込み等に関する相談体制 

保育園長を経験した元保育士２名を窓口に配置し、保育所入所申込みや保育所利用に関す

る保護者からの様々な問い合わせや相談に対応しています。 

・子育て交流サロン「あかちゃん天国」 

親子のふれあいと交流の場を提供するとともに、子育てに関する情報提供や育児相談、助

言を行っています。 

 

 

 

(2)時間外保育事業（延長保育事業） 

認可保育所や認定こども園等の定期的な教育・保育の事業において、通常保育の前後の時

間に、延長して保育を行います。 

中央区では認可保育所、区立認定こども園（長時間保育）で実施しており、月極利用とス

ポット利用（１日単位）の２種類があります。 

・延長時間：通常保育終了時から 1時間 概ね 18 時 30 分～19 時 30 分 
月極延長保育料：通常保育料の概ね 10％ 
スポット延長保育料：1回 400 円 

・京橋こども園のみスポット夜間保育があります。 
（①19 時 30 分～21 時：1回 1,000 円 ②19 時 30 分～22 時：1回 1,400 円） 

また、認証保育所では、保護者の希望により 19 時以降の保育終了時間を設定しています。 

 

 
 
 
 
 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

914 930 952 1,282 1,462

957 716 874 847 738
「あかちゃん天国」での

相談件数（件）

認可保育所入所申込
受付件数（件）

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成26年

４月１日現在

ｽﾎﾟｯﾄ延長保育

固定枠(区立

１園あたり３人)

延長保育利用定員数（人） 218 236 253 292 337 442 48

月極延長保育実利用者数（人） 158 156 163 171 201 197

認証保育所19時以降契約者数
(21～25年度は月平均)

68 65 73 116 105 95
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(3)-1 放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 

放課後帰宅しても保護者が就労等により家庭にいない児童に対して、適切な遊びや生活の

場を提供して、その健全育成を図る事業です。平日の放課後の他、土曜日、夏休み等の長期

休暇中に実施されます。 

中央区では区立児童館８館で学童クラブ事業を実施しています。小学校１年生～４年生ま

で（心身に障害を有する児童で、集団育成指導が可能と認められる方は小学６年生まで）の

児童を対象としています。 

・指導日：月曜日から土曜日。ただし、年末年始及び国民の休日等を除く。 
・指導時間：下校時から 18 時まで（土曜日は 8時 30 分から 17 時まで、春・夏・冬休み等

は 8時 30 分から 18 時まで（土曜日は 17 時まで）） 
・指導時間の延長：保護者の勤務の都合など必要と認められる場合は、平日（土曜日を除
く）の 19 時 30 分まで利用できます。（１回 400 円 月上限額 5,000 円） 

 
各年度４月１日現在 

  
 

 

(3)-2 放課後子ども教室（プレディ） 

子どもたちの健全育成を図るため、保護者の就労にかかわらず、放課後や土曜日などに学

校施設内で児童が安全に安心して過ごせる「子どもの居場所」を確保するための事業です。 

中央区では区立小学校 16 校のうち、12 校で「プレディ」を実施しています。（プレディ明

正は平成 26 年 9 月に開設。中央小学校「放課後子ども広場」は、平成 26 年 9 月にプレディ

中央として開設。） 

・開設校（予定含む）：中央、明石、京橋築地、明正、日本橋、有馬、久松、佃島、月島第
一、月島第二、月島第三、豊海 

・開設日：月曜日から土曜日。ただし、年末年始及び国民の休日等を除く。 
・開設時間：プレディ設置校の放課後から 17 時まで（土曜日、春・夏・冬休み等は 9時か

ら 17 時まで） 
  ただし、保護者の就労など特別な事情がある場合は 18 時まで。 
 

各年度末現在 

 

 

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度  平成26年度

  クラブ数 11 11 11 11 13 12

　定員数（人）　　 415 420 430 440 510 510

　入所者数（人） 410 418 430 440 454 501

　待機者数（人） 54 52 84 110 103 101

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

8 8 8 10 10

2,899 2,962 2,980 3,670 3,896

1,691 1,696 1,775 2,162 2,359

61,034 68,060 68,494 79,805 95,158

305 340 344 395 473

実施校数（校）

全児童数（人）

参加登録者数（人） 

平日：年間参加延人数(人)

平日：１日平均参加人数(人)
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(4)子育て短期支援事業（子どもショートステイ） 

保護者が疾病等により子どもの養育が困難になった場合、宿泊により短期間預かる事業で

す。中央区では生後７日目～中学校３年生の子どもを対象に、区が委託する区外２施設（乳

児院、児童養護施設）または区内の協力家庭において実施しています。 

・利用泊数 
施設：原則６泊７日まで 
協力家庭：原則２泊３日まで 

・利用料 １泊２日 6,000 円（以降１日増えるごとに 3,000 円加算） 
 

 

 

(5)幼稚園預かり保育 

区立幼稚園は、文部科学省が定める幼稚園教育要領に基づき、午後２時までを標準的な教

育時間として運営しています。さらに、子育て支援策の一環として、通院・介護など、在園

児の保護者ニーズに応えるため、京橋・日本橋・月島地域の各１園（明石幼稚園、有馬幼稚

園、月島第一幼稚園）において預かり保育を実施しています。 

実施園：明石幼稚園、有馬幼稚園、月島第一幼稚園 
時 間：通常の教育時間終了後、午後４時３０分まで（夏季休業日等は午前９時～午後４

時３０分） 
対 象：預かり保育実施園の在園児 
 

各年度４月当初の人数 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

未実施 0 0

延利用宿泊日数（日）

生後７日目～２歳
二葉乳児院

5 0

3

9 15

２歳～中３
石神井学園

4 68 63 43 24

12

２歳～小６
協力家庭

未実施

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度  平成26年度

307 339 341 349 373 379

72 72 72 72 72 72

45 51 59 72 65 70

18 18 18 18 18 18

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度  平成26年度

5,608 6,739 7,543 8,136 6,830

3,881 5,301 6,293 5,550 5,888

9,489 12,040 13,836 13,686 12,718

登録者利用延べ件数（件）

一時利用延べ件数（件）

登録利用・一時利用 年間利用件数(件)

全児童数（人）

登録利用定員（人）

登録利用者数（人）

一時利用定員（人/1日あたり）

年間利用実績
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(6)-1 一時預かり保育 

保護者の育児疲れや冠婚葬祭等の理由により、家庭での保育が一時的に困難となった子ど

もについて、主として昼間、保育所その他の場所において、一時的に預かる事業です。 

中央区では保護者の育児疲れや冠婚葬祭等の理由により一時的に保育が必要な場合に、子

どもを預かる一時保育と、保護者の入院等の緊急の理由により、家庭での保育が一時的に困

難になったときに、子どもを預かる緊急保育があります。また、認証保育所においても、定

員の空きを利用して一時預かり保育を実施しています。 

【一時保育】 
・実施場所：子ども家庭支援センター「きらら中央」、子ども家庭支援センター日本橋分
室、晴海こども園、京橋こども園 

・利用時間：午前９時～午後５時（１時間単位での利用） 
・対象：生後 57 日目以上の未就学児 
・利用料：１時間 800 円（京橋こども園は実施日により割増料金あり） 
 
【緊急保育】 

  ・実施場所：子ども家庭支援センター「きらら中央」、子ども家庭支援センター日本橋分
室、京橋こども園 

・利用期間：原則として２日以上１か月以内 
・対象：生後 57 日目以上の未就学児 
・利用料：１日 2,000 円 （京橋こども園は実施日により割増料金あり） 
 

 

※乳幼児室：生後 57 日目～２歳未満 

※幼児室：２歳から６歳（未就学児） 

 
(6)-2 子育て短期支援事業（トワイライトステイ） 

保護者が就労等により帰宅が夜間になる場合に、一時的に子どもを預かる事業です。 

中央区では２歳～小学校６年生（京橋こども園は未就学児まで）の子どもを対象に、子ど

も家庭支援センター「きらら中央」、京橋こども園の２施設で実施しています。 

・実施場所：子ども家庭支援センター「きらら中央」、京橋こども園 
・利用時間：午後５時から午後 10 時まで 
・対象：２歳～小学校６年生（京橋こども園は未就学児まで） 
・利用料：１回 2,000 円 
 

 
 

 

 

 

 

 

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

一時保育
（４施設）

乳幼児室･幼児室

 延利用人数(人)
4,124 5,011 5,979 7,588 10,890

緊急保育
（３施設）

乳幼児室･幼児室

 延利用人数(人)
127 211 82 121

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

249 165 444 331 482

173 184 242 267 204

居室別延利用人数（人）　

幼児室（2歳から未就学児）

児童室（小学生）
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(6)-3 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業) 

依頼会員と提供会員による会員組織を設置し、保育所への送迎や一時的な保育など地域に

おいて会員同士が子育てを相互に援助する事業を実施しています。 

中央区では生後 57 日目～小学校４年生（軽度の障害を有する場合は小学校６年生まで）

の子どもを対象に実施しています。 

・利用時間：原則として午前７時から午後８時まで 
・対象：生後 57 日目～小学校４年生（軽度の障害を有する場合は小学校６年生まで） 
・利用料：１時間 800 円（上記の利用時間以外の場合は１時間 1,000 円） 

 
 

 

(7)乳児家庭全戸訪問事業（新生児等訪問指導） 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行う事業です。 

中央区では生後 28 日以内の新生児及び４カ月までの乳児を対象に、保健師及び委託訪問

指導員（保健師、助産師）により訪問指導を行うとともに、母親の心の健康状態の把握に努

めています。 

 
※訪問対象者数…出生後、訪問の対象となる時期（３か月時点）に区民である者。転入・転出等の異動があるため、出

生数とは乖離がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)養育支援訪問事業および要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対す

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

1,077 1,130 1,205 1,304 1,374

205 220 235 242 232

112 138 159 178 182

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

5,293 5,094 5,622 5,168 4,464

提供会員数（人）

両方会員数（人）

会員数（人）

就学前・就学後合算

　　活動件数（件）

依頼会員数（人）

平成21年度
(統計なし)

 平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

出生数 1,434 1,454 1,524 1,703

訪問対象者数  Ａ 1,450 1,480 1,461 1,671

訪問件数　Ｂ 1,010 1,057 1,101 1,249

乳児健診等による把握数  Ｃ 427 405 348 417

訪問率　Ｂ／Ａ 69.7% 71.4% 75.4% 74.7%

把握率　(Ｂ+Ｃ)／Ａ 99.1% 98.8% 99.2% 99.7%
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る支援に資する事業 

 
養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上させるた

めの支援を行う事業です。 

中央区では保健所等関係機関と連携して養育について支援が特に必要な家庭を把握し、訪

問による支援（養育相談、育児・家事援助）を実施しています。 

また、児童虐待の予防、早期発見や子どもの適切な保護のために、「要保護児童対策地域

協議会」を運営しています。子ども家庭支援センターが調整機関となり、関係機関が円滑に

連携できるよう情報管理を行うとともに、個別ケース検討会議や実務者会議などを開催して

います。 

 
 

 

(9)地域子育て支援拠点事業 （子育て交流サロン「あかちゃん天国」） 

地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流や仲間づくり、育児相談等を行う事業です。 

中央区では子育て交流サロン「あかちゃん天国」として、親子のふれあいと交流の場を提

供するとともに、子育てに関する情報提供や育児相談、助言を行っています。子ども家庭支

援センター及び区立児童館６館で実施しています（平成 26 年９月新川児童館の新規開設含

む）。 

対象 ・０歳から３歳になった最初の３月 31 日までの間にある乳幼児とその保護者 
   ・妊娠中の方 

 

 

 

 

 

 

 

    養育支援訪問件数

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

未実施 90 187 327 75

未実施 18 22 21 20

   要保護児童対策地域協議会会議開催回数

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

17 18 14 17 15
代表者会議・実務者会議・個別

ケース検討会議　開催回数

育児・家事援助（件）

専門的相談支援（件）

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

5 5 5 6 6

37,848 43,278 46,409 49,265 57,360

36,377 41,163 44,034 46,792 55,179

1,519 1,524 1,529 1,632 1,869

141 162 170 168 166
１箇所１日あたり平均利用人数（人）

（Ａ＋Ｂ）／Ｃ

拠点数（カ所）

乳幼児利用人数(人）　A

保護者利用人数（人）　B

延べ開館日数　C
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(10)病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

入院加療の必要のない病中または病気回復期の子どもを保護者が家庭で保育できないと

き、医療機関や保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育す

る事業です。 

中央区では区が委託する医療機関または認証保育所の３施設の保育室で預かる事業を実

施しています。 

利用時間：午前９時～午後５時３０分 
対象：生後７ヵ月～小学校３年生 
利用料：１日 2,000 円 

 
※ 聖路加ナーサリーは平成 21 年６月から開始。それ以前はポピンズナーサリー京橋で実施。 

 

 

(11)妊婦健康診査 

母子保健法第 13 条で、区が必要に応じて妊産婦に対して健康診査を行うことを規定して

います。 

中央区では母体や胎児の健康を守るために必要な妊婦健康診査を医療機関に委託して実

施しています。そのうち、妊娠確定後の検査（最大 14 回：国基準）及び超音波検査の費用

の一部等を助成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

京橋地域　　※
聖路加国際病院附属保育所

聖路加ナーサリー

日本橋地域

さわやか保育園・日本橋浜町

月島地域

小森小児科医院

利用延べ人数（人）

病児・病後児
保育室

31 294 483 541 589

869

病後児
保育室

333 436 402 472 408

521 833 934 908

 平成21年度  平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度

1,693 1,785 1,741 2,021 2,015

１回目 1,529 1,555 1,549 1,800 1,850

２～１４回目 13,948 14,882 14,606 16,873 18,175

妊婦健診受診件数
（件）

妊娠届出数
（母子健康手帳交付件数）　（件）



 

②

が

３

成

 

 
 
 

 

名 称

学童クラブ

子どもの居
「プレディ」

あかちゃん

②施設の概要

現在、区内に

が 12 小学校内

歳までの就

成 26 年９月開

称

８児
（新川
70人

居場所 １２小
プレデ
プレデ

ん天国 子ど
（新川
幼稚
ん天

と位置 

には小学校児

内（平成 26

就学前児童を対

開設の新川児

施設

児童館
川学童クラブH2
に拡大）

小学校
ディ日本橋（H2
ディ明正（H26.9

ども家庭支援
川児童館はH26
園との複合施
国を新設する）

児童を対象と

年９月開設

対象とした地

児童館分含む

 

設数（備考）

26.9月に定員を

26.4月開設）
9月開設予定）

援センター・６
6.9月に明正小
設に移転改築
）

22 

とした学童ク

設のプレディ

地域子育て支

む。）で実施さ

を40人から

６児童館
小学校・明正

し、あかちゃ

クラブが８児

明正含む。）

支援拠点事業

されています

児童館、子ども

で実施され

業「あかちゃ

す。 

もの居場所「

れています。

ゃん天国」が

「プレディ」

また、０～

が７箇所（平

～

平
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③年齢別・対応事業 

年齢別に対応している事業については以下のとおりである。 

０歳児 

 

１歳児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病中・病後早
朝

午
前

昼

間

夕

方

夜

間

家
庭
福
祉
員
（保
育
マ
マ
）

生
後
57
日
目
～
２
歳

【9：00-17：00】

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

（あ
か
ち
ゃ
ん
天
国
）０
歳
～
３
歳

到
達
後
の
年
度
末

定期的な保育を利用している方 家庭で保育している方

【7：00-20：00】 生後57日目～小学４年生

ファミリー・サポート・センター
【8：30-17：00】

一
時
預
か
り
保
育

生
後
57
日
目
～
未
就
学
児

【9：00
-17：30】

病
児
・病
後
児
保
育

生
後
７
ヵ
月
～
小
学
３
年
生

【7：30-18：30】

通常保育

・認可保育園

・認定こども園
（長時間保育）

０歳～５歳

認
証
保
育
所

（施
設
に
よ
り
開
設
時
間
が
異
な
る
）

【7：00
-22：00】

０歳～５歳

宿 泊

子
ど
も
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

生
後
７
日
目
～
中
学
３
年

【
施
設

６
泊
ま
で
】

施設型給付 地域型保育給付 地域子ども・子育て支援事業給付対象外

病中・病後 宿 泊早
朝

午
前

昼

間

夕

方

夜

間

家
庭
福
祉
員
（保
育
マ
マ
）

生
後
57
日
目
～
２
歳

【9：00-17：00】

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

（あ
か
ち
ゃ
ん
天
国
）０
歳
～
３
歳

到
達
後
の
年
度
末

定期的な保育を利用している方 家庭で保育している方

【7：00-20：00】 生後57日目～小学４年生

ファミリー・サポート・センター
【8：30-17：00】

一
時
預
か
り
保
育

生
後
57
日
目
～
未
就
学
児

【9：00
-17：30】

病
児
・病
後
児
保
育

生
後
７
ヵ
月
～
小
学
３
年
生

【7：30-18：30】

通常保育

・認可保育園

・認定こども園
（長時間保育）

０歳～５歳

認
証
保
育
所

（施
設
に
よ
り
開
設
時
間
が
異
な
る
）

【7：00
-22：00】

０歳～５歳

子
ど
も
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

生
後
７
日
目
～
中
学
３
年

【
施
設

６
泊
ま
で
】

【18：30-19：30】
延長保育

１歳～５歳

施設型給付 地域型保育給付 地域子ども・子育て支援事業給付対象外
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２歳児 

 

 

３～５歳児 

 

病中・病後 宿 泊早
朝

午
前

昼

間

夕

方

夜

間

家
庭
福
祉
員
（保
育
マ
マ
）

生
後
57
日
目
～
２
歳

【9：00-17：00】

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

（あ
か
ち
ゃ
ん
天
国
）０
歳
～
３
歳

到
達
後
の
年
度
末

定期的な保育を利用している方 家庭で保育している方

【7：00-20：00】 生後57日目～小学４年生

ファミリー・サポート・センター
【8：30-17：00】

一
時
預
か
り
保
育

生
後
57
日
目
～
未
就
学
児

【9：00
-17：30】

病
児
・病
後
児
保
育

生
後
７
ヵ
月
～
小
学
３
年
生

【7：30-18：30】

通常保育

・認可保育園

・認定こども園
（長時間保育）

０歳～５歳

認
証
保
育
所

（施
設
に
よ
り
開
設
時
間
が
異
な
る
）

【7：00
-22：00】

０歳～５歳

子
ど
も
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

生
後
７
日
目
～
中
学
３
年

【18：30-19：30】
延長保育

１歳～５歳

【17：00-22：00】

トワイライトスティ ２歳～小学６年生

【
施
設

６
泊
ま
で

協
力
家
庭

２
泊
ま
で
】

施設型給付 地域型保育給付 地域子ども・子育て支援事業給付対象外

早
朝

午
前

昼

間

夕

方

夜

間

病中・病後 宿 泊

施設型給付

定期的な保育を利用している方 家庭で保育している方

一
時
預
か
り
保
育

生
後
57
日
目
～
未
就
学
児

【9：00
-17：30】

病
児
・
病
後
児
保
育

生
後
７
ヵ
月
～
小
学
３
年
生

【7：30-18：30】

通常保育

・認可保育園

・認定こども園
（長時間保育）

０歳～５歳

認
証
保
育
所

（施
設
に
よ
り
開
設
時
間
が
異
な
る
）

【7：00
-22：00】

０歳～５歳

子
ど
も
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

生
後
７
日
目
～
中
学
３
年

【18：30-19：30】
延長保育

１歳～５歳

【17：00-22：00】

トワイライトスティ ２歳～小学６年生

【
施
設

６
泊
ま
で

協
力
家
庭

２
泊
ま
で
】

【9：00
-17：00】

【7：00-20：00】生後57日目～小学４年生

ファミリー・サポート・センター

認
定
こ
ど
も
園

（短
時
間
保
育
）

【14:00-17：00】
時間外保育

【7：30-9：00】
時間外保育

【9：00-14：00】

幼
稚
園

給付対象外 地域子ども・子育て支援事業

【終了後～
16：30】

３幼稚園 預かり
保育

【概ね8:40～
8:50の間に

開始～概ね
14:00終了】
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中
央
区
の
乳
幼
児
人
口
・
出
生
状
況
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
現
状 

④学童クラブの現状 

就学児童を対象とした学童クラブの現状としては、年々、入所希望が増加しており、特に

築地、勝どき、佃児童館の待機者が多い状況ですが、平成 26 年度の待機率は若干落ちてい

ます。 

 

学童クラブの定員・入所者及び待機率の推移 

 
※各年４月１日実績値 

 

 

平成 26 年度学童クラブ待機状況調べ（平成 26 年４月１日現在） 

 
※待機率＝待機者数÷（入所者数＋待機者数）入所希望者全体に対する待機者  

  

415 420 430 440 510 510410 418 430 440 454 501

11.6 11.1

16.3

20.0 
18.5

16.8

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

0

100

200

300

400

500

600

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

定員 入所者 待機率

（人） （％）

合　計 区　内 区　外 合　計 区　内 区　外

築地児童館 1 40 40 40 0 16 16 0 100％ 28.6％ 

新川児童館 1 45 45 45 0 10 10 0 100％ 18.2％ 

堀留町児童館 1 45 43 42 1 0 0 0 96％ 0.0％ 

浜町児童館 1 40 40 40 0 7 7 0 100％ 14.9％ 

佃児童館 2 90 90 90 0 21 21 0 100％ 18.9％ 

月島児童館 2 80 80 80 0 7 7 0 100％ 8.0％ 

勝どき児童館 2 90 90 90 0 40 40 0 100％ 30.8％ 

晴海児童館 2 80 73 72 1 0 0 0 91％ 0.0％ 

合　　　　計 12 510 501 499 2 101 101 0 98％ 16.8％ 

待機率施　設　名 クラブ数 定員
入　所　者 待　機　者

入所率
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４．子ども・子育て支援の取り組み 

（１）子ども・子育て支援新制度の概要 

１）新制度の全体像 

新制度は大きく「子どものための教育・保育給付」と「地域子ども・子育て支援事業」に

分かれます。区が子ども・子育て支援制度の実施主体として、量の見込み並びに提供体制の

確保の内容及びその実施時期等を盛り込んだ事業計画を作成し、計画的に教育・保育及び地

域子ども子育て支援事業を実施します。 

 

新制度における給付・事業の全体像 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※区独自事業    

 

 

  

 
子ども・子育て支援給付 

子どものための現金給付 
(中学生までの子に対する児童手当) 

子どものための教育・保育給付 
(小学校に入る前までの子対象) 

施設型給付 
(認定こども園・幼稚園・保育所) 

地域型保育給付 
(小規模保育・家庭的保育 

・事業所内保育・居宅訪問型保育) 

 

１）利用者支援に関する事業（利用者支援）＜新規＞ 

２）時間外保育事業（延長保育事業） 

３）放課後児童健全育成事業 

①学童クラブ 

②放課後子ども教室（プレディ）※ 

４）子育て短期支援事業（子どもショートステイ） 

５）幼稚園預かり保育 

６）一時預かり保育、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）、子

育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業) 

７）乳児家庭全戸訪問事業（新生児等訪問指導） 

８）養育支援訪問事業および要保護児童対策地域協議会その他の者に

よる要保護児童等に対する支援に資する事業 

９）地域子育て支援拠点事業（子育て交流サロン「あかちゃん天国」）

10）病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

11）妊婦健康診査 

地域子ども・子育て支援事業
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２）現行制度と新制度の比較 

３歳児未満の待機児童対策として定員数が 19 人以下の小規模保育事業や居宅訪問型保育

事業が新たに地域型保育給付の対象となります。また、本区で実施している現行の家庭福祉

員（保育ママ）や、事業所内保育施設についても、新制度で地域型保育事業として新しい基

準を満たすと、地域型保育給付対象となります。 

 

 
 

 
  

幼稚園 認可保育所 未
実
施

家
庭
的
保
育

事
業

事
業
所
内
保
育
事
業

ベ

ビ
｜
シ
ッ
タ

｜

その他の

認可外
保育施設

（ベビーホテル
等）

幼
稚
園
型

認
定
こ
ど
も
園

幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園

保
育
所
型

認
定
こ
ど
も
園

地
方
裁
量
型

認
定
こ
ど
も
園

国庫補助有（公立は一般財源） 都単独補助 なし 国 都 区
国
※

都 なし なし

東京都による認可、認証、認定

認証保育所

現行制度

制度

財政措置
（運営費）

※国：雇用保険（事業所内保育施設設置・運営等支援助成金）

幼稚園 認可保育所
小
規
模
保

育
事
業

家
庭
的
保
育

事
業

事
業
所
内
保
育
事
業

（
地
域
枠
設
置
）

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

その他の

認可外
保育施設

（ベビーホテル
等）

幼
稚
園
型

認
定
こ
ど
も
園

幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園

保
育
所
型

認
定
こ
ど
も
園

地
方
裁
量
型

認
定
こ
ど
も
園

施設型給付 ×
対象外

地域型保育給付 ×
対象外

東京都による認可、認証、認定 区による認可

認証保育所

変更 新規変更新制度

制度

国財政措置
（運営費）

区による確認

新規



 

29 

４ 
 
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
取
り
組
み 

３）保育の必要性の認定 

子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた区が客観的基準に基づき、保育の必要

性を認定したうえで、教育・保育給付を支給する仕組みとなります。認定は次の区分で行わ

れます。 

 

教育・保育給付を受ける子どもの認定区分 

子ども・子育て支援法では、教育・保育を利用する子どもについて３つの認定区分が設け

られ、これに従って施設型給付等が行われます。（施設・事業者が代理受領） 

 
 

認定区分 給付の内容 
給付を受けることと

なる施設・事業 

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、２号

認定子ども以外のもの（１号認定子ども） 

教育標準時間

（※） 

幼稚園 

認定こども園 

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護

者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由に

より家庭において必要な保育を受けることが困難で

あるもの（２号認定子ども） 

保育短時間 

保育標準時間

保育所 

認定こども園 

満３歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護

者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由に

より家庭において必要な保育を受けることが困難で

あるもの（３号認定子ども） 

保育短時間 

保育標準時間

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業 

（※）教育標準時間外の利用については、一時預かり事業の対象となる。 
 

 

 
 
 
 

  

保育標準時間

保育短時間

＜３号認定＞

３歳未満児

保育標準時間

＜２号認定＞

３歳以上児

教育標準時間

＜１号認定＞

３歳以上児

保育短時間

保育の必要あり

保育の必要なし

０歳と１・２歳と分けて記載

区分（月単位の保育の必要量に関する区分） 

 保育標準時間：両親がフルタイムで就労する場合を想定したもの 

１か月あたり平均 275 時間（212 時間超 292 時間以下）、１日あたり 11 時間までの利用に対

応するもの 

保 育 短 時 間：両親の両方またはいずれかがパートタイムで就労する場合を想定したもの 

１か月あたり平均 200 時間（最大 212 時間）、就労下限時間は１か月 48 時間～64 時間（中

央区は月 48 時間）１日あたり８時間までの利用に対応するもの 

教育標準時間：１日あたり４時間程度の教育課程に係る時間 



 

（２）教

地

に

い

基

 

 

提

区

・

・

・

・

・

・

施設

保育施設

幼稚園

学童クラブ

プレディ

あかちゃん天

病児・病後児

※ あかちゃん天

※ プレディ箇所

教育・保育

教育・保育

地域の３区域

広域利用が

についても１

いて申込者の

基本とします

ただし、事

提供区域を設

区全体として

利用者支援

子育て短期

一時預かり

（ファミリ

乳児家庭全

養育支援訪

る支援に資

妊婦健康診

設 箇所

※

天国 ※

保育

京橋地域

天国にはH26.9月開設予

所数にはH26.9月開設予

０～５歳人口　1,4

育提供区域の

及び地域子

域で設定します

想定される

区域につき必

９割近くが

す。 

業の性質上、

設定します。 

提供区域を設

援に関する事業

支援事業（子

保育、子育

リー・サポー

全戸訪問事業

問事業および

資する事業 

診査 

所数 入所者数

9

5

2

※　　4

※　　2

1

域

予定の新川児童館含

予定のプレディ明正含

444人　

の設定 

ども・子育て

す。 

病児・病後児

必ず１施設以

同じ区域のな

、区全体で量

設定する事業

業（利用者支

子どもショー

育て短期支援

ート・センタ

（新生児等訪

び要保護児童

数等

637

306

85

518

―

―

む

む

30 

て事業の提供

児保育や、地

以上を設置し

なかで希望し

量の見込みを

業 

支援） 

ートステイ）

事業（トワイ

ター事業） 

訪問指導）

童対策地域協

供区域として

地域子育て支

しています。

している現状

をとらえるべ

 

イライトステ

協議会その他

※入所

現在

※保育

（箇所

て、京橋地域

支援拠点事業

また、保育

状を踏まえ、

 

べき以下の事

テイ）、子育

他の者による

施設

保育施設

幼稚園

学童クラブ

プレディ

あかちゃん天国

病児・病後児保

０

施設

保育施設

幼稚園

学童クラブ

プレディ

あかちゃん天国

病児・病後児保

※　保育施設箇所

０

所者数は 26.4.1
在、プレディは 26
育施設は認可、認

所数のみ今年度

域、日本橋地

業（あかちゃ

育所等への申

行政単位の

事業は、区全

育て援助活動

る要保護児童

箇所数

保育

日本橋地域

０～５歳人口　2,236

箇所数

※

国

保育

数にはH26.10月開設

月島地域

０～５歳人口　4,203

現在。ただし、幼

6.3.31 現在の利

認証、認定こども園

度開設予定を加え

地域、月島

ゃん天国）

申込みにつ

の３区域を

全体として

動支援事業

童等に対す

数 入所者数等

12 73

3 43

2 8

3 57

2 ―

1 ―

域

6人　

数 入所者数等

　28 1,78

5 79

4 33

5 1,26

3 ―

1 ―

予定の２園含む

3人　

幼稚園は 26.4.
利用登録者数 
園の合計 

える） 

3

8

3

5

―

―

等

86

7

33

6

―

―

.7
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（３）教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出 

１）量の見込みの算出方法 

教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みは、利用希望把握調査結果を

もとに、以下の手順で推計しています。保護者の就労状況から、８つの家庭類型の分類を行

っています。なお、保育の必要性の下限時間は 48 時間としています。 

 

図 量の見込みの推計フローチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

母親

父親
１２０時間

以上
４８時間

未満（Ｐ）

５．現在は就労していない

６．就労したことがない４８時間（Ｐ）
以上１２０時間

未満

３．パートタイム

就労

４．育休・介護

休業中

３．パートタイム就労

４．育休・介護休業中

１．フルタイム就労

２．育休・介護休業中

５．現在は就労していない

６．就労したことがない

１．フルタイム就労

２．育休・介護休業中

タイプＢ タイプＣ タイプＣ’

タイプＤ

タイプＣ タイプＥ

タイプＣ’ タイプＥ’

タイプＦタイプＤ

１２０時間

以上

４８時間（Ｐ）
以上１２０時間

未満

４８時間

未満（Ｐ）

・１号認定（認定子ども園及び幼稚園） 

・２号認定（幼児期の学校教育の利用希望が

強いと想定されるもの） 

・２号認定（認定子ども園及び保育所） 

・３号認定（認定子ども園及び保育所+地域型

保育） 

・時間外保育事業（延長保育事業） 

・放課後児童健全育成事業 

・子育て短期支援事業（子どもショートステイ） 

・幼稚園預かり保育 

・一時預かり保育、子育て短期支援事業（トワイ

ライトステイ）、子育て援助活動支援事業（ファミ

リー・サポート・センター事業) 

・地域子育て支援拠点事業（子育て交流サロン 

「あかちゃん天国」） 

・病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

利用希望把握調査の実施 
 ・就学前児童の保護者対象 
 ・小学校児童の保護者対象 

家庭類型の分類（A～Fの８分類） 
 現在の家庭類型の分類  

今後の就労希望から算出  

 潜在的な家庭類型の分類  

人口推計(平成 27～31 年) 

家庭類型(潜在)別児童数の算出 

教育・保育の量の見込みの算出 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出

・利用者支援に関する事業（利用者支援） 

・乳児家庭全戸訪問事業（新生児等訪問指導） 

・妊婦健康診査 

については調査結果からではなく、実績値等を勘案し、量の

見込みを設定 

確保方策の検討 確保方策の検討 

参考：家庭類型の８分類 

タイプＡ

ひとり親
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（４）幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保方策 

教育・保育提供区域（京橋、日本橋、月島）ごとに、現状の利用状況及び利用希望調査結果

から推計した「量の見込み」に対応するよう、「教育・保育施設による確保の内容及び実施時

期（確保方策）」を次の通り設定します。 

この事業計画に基づき、計画期間において必要な教育・保育施設の整備を計画的に実施して

いきます。 

なお、「待機児童解消加速化プラン」（平成 25 年４月 19 日総理公表）により、保育ニーズの

ピークを迎える平成 29 年度末までに待機児童解消となるよう確保方策を実施します。 

 
確保方策の方針 

幼稚園については、今後の小学校改築等と合わせ定員数を確保していきます。 

保育施設については、以下の考え方のもとに保育施設の整備を進め、定員数を確保していき

ます。 

確保方策の考え方 

【保育施設について】 

１）認可保育所の整備を中心に進めていきます。 

２）１）の対応をとってもなお現れる０・１・２歳児のニーズに対し、地域型保育事業を取り

入れて確保していきます。 

３）今後の再開発で予定されている認証保育所も確保方策とします。 

 

幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保方策 

 

１）京橋地域 

平成 27 年度 

 
 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 71人 671人

平成26年度末確保量　B 60人 774人

特定教育･保育施設 45人

特定地域型保育事業 1人

認証保育所 14人

B－A -11人 103人

新規確保量　C 3人 7人

特定教育･保育施設 0人

特定地域型保育事業 3人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 63人 781人

D－A -8人 110人

量の見込み　E

確保方策　F

F－E

保
育
所
等

4人 0人

288人 430人

-6人 124人

0人 0人

4人 0人

0人 0人

幼
稚
園

334人

700人

366人

【
内
訳

】

-10人 124人

【
内
訳

】

244人 402人

学　　　　齢

294人 306人

284人 430人

2人 0人

38人 28人
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平成 28 年度 

 
 
 
 

平成 29 年度 

 
 
 
 
 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 74人 713人

平成27年度末確保量　B 63人 781人

特定教育･保育施設 45人

特定地域型保育事業 4人

認証保育所 14人

B－A -11人 68人

新規確保量　C 18人 140人

特定教育･保育施設 15人

特定地域型保育事業 3人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 81人 921人

D－A 7人 208人

量の見込み　E

確保方策　D

F－E

幼
稚
園

357人

700人

343人

48人

177人

402人

6人 0人

38人 28人

74人

336人 504人

0人

学　　　　齢

312人 327人

288人 430人

【
内
訳

】

244人

保
育
所
等

【
内
訳

】

48人 74人

0人 0人

0人

-24人 103人

24人

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 78人 757人

平成28年度末確保量　B 81人 921人

特定教育･保育施設 60人

特定地域型保育事業 7人

認証保育所 14人

B－A 3人 164人

新規確保量　C 3人 3人

特定教育･保育施設 0人

特定地域型保育事業 3人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 84人 924人

D－A 6人 167人

量の見込み　E

確保方策　D

F－E

336人

6人 0人

38人 28人

9人 152人

504人

9人 152人

0人 0人

0人 0人

0人 0人

0人 0人

幼
稚
園

384人

700人

316人

【
内
訳

】

保
育
所
等

476人

学　　　　齢

327人 352人

336人 504人

【
内
訳

】

292人
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平成 30 年度 

 
 

 
 

平成 31 年度 

 
  

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 81人 797人

平成29年度末確保量　B 84人 924人

特定教育･保育施設 60人

特定地域型保育事業 10人

認証保育所 14人

B－A 3人 127人

新規確保量　C 0人 9人

特定教育･保育施設 0人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 84人 933人

D－A 3人 136人

量の見込み　E

確保方策　D

F－E

9人 0人

幼
稚
園

405人

700人

295人

【
内
訳

】

0人 0人

9人 0人

0人 0人

学　　　　齢

保
育
所
等

476人

6人 0人

38人

345人 504人

0人 133人

【
内
訳

】

292人

28人

-9人 133人

345人 371人

336人 504人

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 79人 804人

平成30年度末確保量　B 84人 933人

特定教育･保育施設 60人

特定地域型保育事業 10人

認証保育所 14人

B－A 5人 129人

新規確保量　C 0人 3人

特定教育･保育施設 0人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 84人 936人

D－A 5人 132人

量の見込み　E

確保方策　D

F－E

348人 504人

2人 125人

幼
稚
園

414人

700人

286人

476人

15人 0人

38人 28人

292人

保
育
所
等

-1人 125人

学　　　　齢

346人 379人

345人 504人

【
内
訳

】

【
内
訳

】

0人 0人

3人 0人

0人 0人

3人 0人
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２）日本橋地域 

平成 27 年度 

 
 
 
 

平成 28 年度 

 
 
 
 
 
 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 96人 974人

平成26年度末確保量　B 90人 844人

特定教育･保育施設 61人

特定地域型保育事業 5人

認証保育所 24人

B－A -6人 -130人

新規確保量　C 12人 160人

特定教育･保育施設 6人

特定地域型保育事業 6人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 102人 1,004人

D－A 6人 30人

量の見込み　E

確保方策　F

F－E

保
育
所
等

【
内
訳

】

46人 78人

幼
稚
園

491人

615人

124人

38人

-137人 13人

24人 0人

0人

70人 78人

397人 505人

-67人 91人

0人

【
内
訳

】

233人

学　　　　齢

464人 414人

327人 427人

389人

12人 0人

82人

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 100人 1,033人

平成27年度末確保量　B 102人 1,004人

特定教育･保育施設 67人

特定地域型保育事業 11人

認証保育所 24人

B－A 2人 -29人

新規確保量　C 0人 270人

特定教育･保育施設 0人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 102人 1,274人

D－A 2人 241人

量の見込み　E

確保方策　F

F－E

【
内
訳

】

108人 162人

0人 0人

0人 0人

108人 162人

保
育
所
等

幼
稚
園

525人

615人

90人

505人 667人

14人 225人

467人

36人 0人

82人 38人

-94人 63人

学　　　　齢

491人 442人

397人 505人

【
内
訳

】

279人



 

36 

 
平成 29 年度 

 
 
 
 

平成 30 年度 

 
 

 
 
 
 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 105人 1,097人

平成28年度末確保量　B 102人 1,274人

特定教育･保育施設 67人

特定地域型保育事業 11人

認証保育所 24人

B－A -3人 177人

新規確保量　C 6人 66人

特定教育･保育施設 6人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 108人 1,340人

D－A 3人 243人

量の見込み　E

確保方策　F

F－E

保
育
所
等

【
内
訳

】

24人 36人

0人 0人

0人 0人

24人 36人

529人 703人

13人 227人

幼
稚
園

565人

660人

95人

-11人 191人

学　　　　齢

【
内
訳

】

387人

516人 476人

505人 667人

629人

36人 0人

82人 38人

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 111人 1,157人

平成29年度末確保量　B 108人 1,340人

特定教育･保育施設 73人

特定地域型保育事業 11人

認証保育所 24人

B－A -3人 183人

新規確保量　C 6人 66人

特定教育･保育施設 6人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 114人 1,406人

D－A 3人 249人

量の見込み　E

確保方策　F

F－E

【
内
訳

】

24人 36人

0人 0人

0人 0人

739人

9人 237人

保
育
所
等

553人

24人 36人

-15人 201人

幼
稚
園

596人

660人

64人

学　　　　齢

544人 502人

529人 703人

665人

36人 0人

82人 38人

【
内
訳

】

411人
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平成 31 年度 

 
  

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 107人 1,163人

平成30年度末確保量　B 114人 1,406人

特定教育･保育施設 79人

特定地域型保育事業 11人

認証保育所 24人

B－A 7人 243人

新規確保量　C 0人 0人

特定教育･保育施設 0人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 114人 1,406人

D－A 7人 243人

量の見込み　E

確保方策　F

F－E

553人 739人

保
育
所
等

0人 0人

学　　　　齢

544人 512人

553人

0人

701人

36人

幼
稚
園

608人

660人

52人

9人 227人

【
内
訳

】

0人 0人

0人 0人

0人

0人

82人 38人

9人 227人

739人

【
内
訳

】

435人
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３）月島地域 

平成 27 年度 

 
 
 
 

平成 28 年度 

 
 
 
 
 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 258人 2,060人

平成26年度末確保量　B 234人 2,133人

特定教育･保育施設 144人

特定地域型保育事業 2人

認証保育所 88人

B－A -24人 73人

新規確保量　C 0人 50人

特定教育･保育施設 9人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 -9人

確保方策　D=B+C 234人 2,183人

D－A -24人 123人

量の見込み　E

確保方策　F

F－E

幼
稚
園

905人

13人 37人

830人

-23人 -18人

1,119人

49人 98人

1,140人

235人

保
育
所
等

【
内
訳

】

36人 55人

0人 0人

542人 930人

4人 0人

271人 152人

817人 1,082人

【
内
訳

】

36人 61人

781人

学　　　　齢

1,021人

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 267人 2,187人

平成27年度末確保量　B 234人 2,183人

特定教育･保育施設 153人

特定地域型保育事業 2人

認証保育所 79人

B－A -33人 -4人

新規確保量　C 38人 252人

特定教育･保育施設 18人

特定地域型保育事業 12人

認証保育所 8人

確保方策　D=B+C 272人 2,435人

D－A 5人 248人

量の見込み　E

確保方策　F

F－E

【
内
訳

】

53人 117人

12人 0人

22人 10人

幼
稚
園

967人

1,155人

【
内
訳

】

578人 985人

4人 0人

188人

87人 127人

917人 1,246人

89人 154人

248人 134人

学　　　　齢

828人 1,092人

830人 1,119人

保
育
所
等

2人 27人
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平成 29 年度 

 
 
 
 

平成 30 年度 

 
 

 
 
 
 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 280人 2,322人

平成28年度末確保量　B 272人 2,435人

特定教育･保育施設 171人

特定地域型保育事業 14人

認証保育所 87人

B－A -8人 113人

新規確保量　C 8人 30人

特定教育･保育施設 0人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 8人

確保方策　D=B+C 280人 2,465人

D－A 0人 143人

量の見込み　E

確保方策　F

F－E 129人

22人 0人

幼
稚
園

1,041人

1,170人

22人 0人

939人 1,246人

71人 72人

保
育
所
等

【
内
訳

】

0人 0人

0人 0人

1,102人

16人 0人

270人 144人

49人 72人

【
内
訳

】

631人

学　　　　齢

868人 1,174人

917人 1,246人

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 296人 2,451人

平成29年度末確保量　B 280人 2,465人

特定教育･保育施設 171人

特定地域型保育事業 14人

認証保育所 95人

B－A -16人 14人

新規確保量　C 0人 0人

特定教育･保育施設 0人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 280人 2,465人

D－A -16人 14人

量の見込み　C

確保方策　D

過不足数（D－C）

幼
稚
園

1,098人

1,170人

72人

0人

【
内
訳

】

0人 0人

0人 0人

0人 0人

23人 7人

保
育
所
等

【
内
訳

】

631人 1,102人

16人

23人 7人

0人

292人 144人

0人

939人 1,246人

学　　　　齢

916人 1,239人

939人 1,246人
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平成 31 年度 

 
 

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

量の見込み　A 286人 2,466人

平成30年度末確保量　B 280人 2,465人

特定教育･保育施設 171人

特定地域型保育事業 14人

認証保育所 95人

過不足数（B－A） -6人 -1人

新規確保量　C 12人 105人

特定教育･保育施設 12人

特定地域型保育事業 0人

認証保育所 0人

確保方策　D=B+C 292人 2,570人

D－A 6人 104人

量の見込み　C

確保方策　D

過不足数（D－C）

保
育
所
等

【
内
訳

】

1,102人

16人 0人

292人 144人

23人 -18人

0人 0人

幼
稚
園

1,120人

1,170人

50人

学　　　　齢

939人 1,246人

【
内
訳

】

631人

33人 60人

972人 1,306人

56人 42人

33人 60人

0人 0人

916人 1,264人
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（５）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

教育・保育提供区域（京橋、日本橋、月島を基本（一部、事業は区全体））ごとに、現状の

利用状況及び利用希望調査結果から推計した「量の見込み」に対応するよう、「地域子ども・

子育て支援事業による確保の内容及び実施時期（確保方策）」を次の通り設定します。 

この事業計画に基づき、計画期間において必要な地域子ども・子育て支援事業を計画的に実

施していきます。 

 

１）利用者支援に関する事業（利用者支援） 

 
事業概要 

子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報

提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業で

す。 

確保方策の考え方 

事業の性質上、提供区域を区全体とします。 

保育所申込み等に関する相談体制については、保育園長経験者を配置し、特別出張所、保健

所、保健センター等における出張相談を実施することとし、保育所の入所や利用に関する相談

に応じるとともに、一時預かり保育等相談者の要望に見合った各種の保育メニューに関する情

報提供を行います。 

 

事業の量の見込みと確保方策 

 

 

 

＜量の見込み＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

区役所窓口  １カ所   １カ所   １カ所   １カ所   １カ所

　その他
区役所窓口以外
での相談体制

区役所窓口以外
での相談体制

区役所窓口以外
での相談体制

区役所窓口以外
での相談体制

区役所窓口以外
での相談体制

７カ所 ７カ所 ７カ所 ７カ所 ７カ所

＜確保方策＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

区役所窓口  １カ所   １カ所   １カ所   １カ所   １カ所

　その他
 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

 ・特別出張所
 ・保健所
 ・保健センター

７カ所 ７カ所 ７カ所 ７カ所 ７カ所

   

保育所申込等
に関する
相談体制

地域子育て支援拠点事業（子育て交
流サロン「あかちゃん天国」）

実施箇所数

   

保育所申込等
に関する
相談体制

地域子育て支援拠点事業（子育て交
流サロン「あかちゃん天国」）

実施箇所数
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２）時間外保育事業（延長保育事業） 

 
事業概要 

認可保育所や認定こども園等の定期的な教育・保育の事業において、通常保育の前後の時間

に、延長して保育を行います。 

確保方策の考え方 

① 延長保育利用定員数：保育の確保方策にあわせて１園あたり定員 15 人(分園は 10 名)の

見込みで延長定員数拡大 

② スポット延長保育固定枠（区立１園あたり３人） 

③ 認証保育所の 19 時以降保育利用契約者数の実績分（過去５ヵ年のうち最大値） 

 

事業の量の見込みと確保方策 

 

 

 

 

＜量の見込み＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

72 77 82 86 88

132 143 157 171 172

231 241 251 260 259

＜確保方策＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

128 158 158 158 158

　　　　　　①延長保育利用定員数 103 133 133 133 133

　　　　　　②区立スポット固定枠 15 15 15 15 15

　　　　　　③認証保育所枠 10 10 10 10 10

183 243 258 273 273

　　　　　　①延長保育利用定員数 145 205 220 235 235

　　　　　　②区立スポット固定枠 15 15 15 15 15

　　　　　　③認証保育所枠 23 23 23 23 23

373 413 413 413 428

　　　　　　①延長保育利用定員数 269 309 309 309 324

　　　　　　②区立スポット固定枠 18 18 18 18 18

　　　　　　③認証保育所枠 86 86 86 86 86

　　　京橋地域

　　　日本橋地域

　　　月島地域

利用定員数 (人)

時間外保育事業利用希望者(人/日)

　　　京橋地域

　　　日本橋地域

　　　月島地域
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３）放課後児童健全育成事業 

①学童クラブ 

 
事業概要 

放課後帰宅しても保護者が就労等により家庭にいない児童に対して、適切な遊びや生活の場

を提供して、その健全育成を図る事業です。平日の放課後の他、土曜日、夏休み等の長期休暇

中に実施されます。 

確保方策の考え方 

確保方策（学童クラブの定員数＋暫定定員数）で不足する量の見込みのうち、学童クラブの

待機児については、放課後子ども教室（プレディ）との連携で対応するものとします。 

 

事業の量の見込みと確保方策 

 
※ 暫定定員数：当該年度の応募状況により、暫定的に拡大する定員枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜量の見込み＞

 平成27年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度  平成31年度

103 108 112 122 125

241 259 275 282 320

578 613 669 723 743

＜確保方策＞

 平成27年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度  平成31年度

クラブ数 3 3 3 3 3

定員数(人) 110 110 110 110 110

暫定定員数(人) 10 10 10 10 10

クラブ数 2 2 2 2 2

定員数(人) 80 80 80 80 80

暫定定員数(人) 5 5 5 5 5

クラブ数 8 8 8 8 8

定員数(人) 320 320 320 320 320

暫定定員数(人) 30 30 30 30 30

　　　月島地域

 　　　学童クラブ入所希望者数（人）

　　　京橋地域

　　　日本橋地域

　京橋地域

　日本橋地域

　月島地域
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②放課後子ども教室（プレディ） 

 
事業概要 

子どもたちの健全育成を図るため、保護者の就労にかかわらず、放課後や土曜日などに学校

施設内で児童が安全に安心して過ごせる「子どもの居場所」を確保するための事業です。 

確保方策の考え方 

学童クラブ待機児にも対応できるよう一層の連携を行い、以下の考え方により本事業の充実

を図ります。 

・開設時間の充実：学童クラブと同様に、土曜日・長期休業日の開始時間を 8 時 30 分から

とするとともに、平日の終了時間を 19 時 30 分までに延長します。 

・時間延長の有料化：学童クラブとの均衡を図るため、時間延長に係る有料化を導入します。 

 

事業の量の見込みと確保方策 

 
※ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ） の不足する量の見込みを含む。 

 

 
  

＜量の見込み＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

384 404 421 458 471

606 658 701 726 826

1,245 1 ,344 1,498 1,654 1,699

　　京橋地域

　　日本橋地域

　　月島地域

　　プレディ参加登録者数（人）

＜確保方策＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

実施校数（校） 4 4 4 4 4

想定参加登録者
数(人)

565 593 634 674 720

実施校数（校） 3 3 3 3 3

想定参加登録者
数(人)

782 835 880 933 996

実施校数（校） 5 5 5 5 5

想定参加登録者
数(人)

1,504 1,625 1,730 1,821 1,865

　　京橋地域

　　日本橋地域

　　月島地域
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４）子育て短期支援事業（子どもショートステイ） 

 
事業概要 

保護者が疾病等により子どもの養育が困難になった場合、宿泊により短期間預かる事業です。 

 

確保方策の考え方 

１日の定員を６人とし、年間（365 日）通じて対応することで最大 2,190 人を受入れが可能

な体制を確保します。 

 

事業の量の見込みと確保方策 

 

  

＜量の見込み＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

65 69 73 77 77

＜確保方策＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

養護施設 　1 養護施設 　1 養護施設 　1 養護施設 　1 養護施設 　1

乳児院 　　 1 乳児院 　　 1 乳児院 　　 1 乳児院 　　 1 乳児院 　　 1

協力家庭　 4 協力家庭　 4 協力家庭　 4 協力家庭　 4 協力家庭　 4

6 6 6 6 6

2,190 2,190 2 ,190 2,190 2,190

定員数（人）

       年間利用定員延べ人日
定員×年間開設日数：受入最大枠

年間利用延べ人日見込み
(年間延べ宿泊日数見込み)

定員数計（人）
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５）幼稚園預かり保育 

 
事業概要 

区立幼稚園は、文部科学省が定める幼稚園教育要領に基づき、午後２時までを標準的な教育

時間として運営しています。さらに、子育て支援策の一環として、通院・介護など、在園児の

保護者ニーズに応えるため、京橋・日本橋・月島地域の各１園において預かり保育を実施して

います。 

 

確保方策の考え方 

１園あたり 30 人の定員数を確保し、土日、祝日を除く年間 240 日対応することで、各地域

7,200 人の受入れが可能な体制を確保します。 

また、改築後の明正幼稚園において、平成 27 年度以降預かり保育を実施する方向で検討を

進めます。 

 

事業の量の見込みと確保方策 

 

 

 

 

＜量の見込み＞　

 平成27年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度  平成31年度

4,827 5,230 5,893 6,310 6,679

4,744 5,446 6,201 6,804 6,911

6,409 6,574 6,737 6,894 6,954

＜確保方策＞                   

 平成27年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度  平成31年度

実施園数（校）A 1 1 1 1 1

1園あたり利用定員（人）B
(登録利用＋一時利用）

30 30 30 30 30

年間実施日数240日(※)×
A×B（受入人数最大値）

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

実施園数（校）A 1 1 1 1 1

1園あたり利用定員（人）B
(登録利用＋一時利用）

30 30 30 30 30

年間実施日数240日(※)×
A×B（受入人数最大値）

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

実施園数（校）A 1 1 1 1 1

1園あたり利用定員（人）B
(登録利用＋一時利用）

30 30 30 30 30

年間実施日数240日(※)×
A×B（受入人数最大値）

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

年間利用希望延べ人日

　　　　　京橋地域 

　　　　　日本橋地域 

　　　　　月島地域 

 京橋地域

 日本橋地域

 月島地域
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６）一時預かり保育、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）、子育て援助活動支援事業（フ

ァミリー・サポート・センター事業) 

 
事業概要 

①一時預かり保育 

保護者の育児疲れや冠婚葬祭等の理由により、家庭での保育が一時的に困難となった子ど

もについて、主として昼間、保育所その他の場所において、一時的に預かる事業です。 

②トワイライトステイ 

保護者が就労等により帰宅が夜間になる場合に、一時的に子どもを預かる事業です。 

③ファミリー・サポート・センター 

依頼会員と提供会員による会員組織を設置し、保育所への送迎や一時的な保育など地域に

おいて会員同士が子育てを相互に援助する事業を実施しています。 

 

確保方策の考え方 

これらの３つの事業については、地域の枠を越えて定員に空きがある施設を利用している

状況であることから、提供区域を区全体として対応しています。 

 

事業の量の見込みと確保方策 

 

 

  

＜量の見込み＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

21,826 22,888 23,758 24,963 24,494

＜確保方策＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

48,052 48,052 48,052 48,052 48,052年間最大受入延人数

年間利用希望延べ人日
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＜確保方策の内訳＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1日の定員A 22 22 22 22 22

1日の受入可能人
数B(A×1.8)

40 40 40 40 40

年間開設日数（概
数）C

345 345 345 345 345

①年間最大受入
可能延人数B×C

13,662 13,662 13,662 13,662 13,662

1日の定員A 6 6 6 6 6

1日の受入可能人
数B(A×2)

12 12 12 12 12

年間開設日数（概
数）C

240 240 240 240 240

②年間最大受入
可能延人数B×C

2,880 2,880 2,880 2,880 2,880

1日の定員A 17 17 17 17 17

1日の受入可能人
数B(A×1.5)

26 26 26 26 26

年間開設日数C 365 365 365 365 365

③年間最大受入
可能延人数B×C

9,490 9,490 9,490 9,490 9,490

1日の定員A 15 15 15 15 15

1日の受入可能人
数B(A×1.5)

23 23 23 23 23

年間開設日数（概
数）C

290 290 290 290 290

④年間最大受入
可能延人数B×C

6,670 6,670 6,670 6,670 6,670

小計ⅰ ①+②+③+④ 32,702 32,702 32,702 32,702 32,702

1日の定員A 20 20 20 20 20

年間開設日数（概
数）B

345 345 345 345 345

⑤年間最大受入
可能延人数A×B

6,900 6,900 6,900 6,900 6,900

1日の定員A 10 10 10 10 10

年間開設日数（概
数）B

345 345 345 345 345

⑥年間最大受入
可能延人数A×B

3,450 3,450 3,450 3,450 3,450

小計ⅱ ⑤+⑥ 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350

229 229 229 229 229

173 173 173 173 173

稼働日数（日）C 365 365 365 365 365

146,730 146,730 146,730 146,730 146,730

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

500 500 500 500 500

48,052 48,052 48,052 48,052 48,052

きらら中央

日本橋分室

京橋こども園

晴海こども園

一
時
預
か
り

きらら中央

京橋こども園

ファミリー・

サポート・

センター

提供会員数（人）A

両方会員数（人）B

年間最大受入可能延人数（A＋B）
×C
ⅲ 活動可能件数
   （25年度実績と同規模）

　　　ⅳ　認証保育所の一時預かり枠
　　　　　（25年度実績と同規模）

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ

合計（ⅰ+ⅱ+ⅲ+ⅳ）
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７）乳児家庭全戸訪問事業（新生児等訪問指導） 

 
事業概要 

生後 28 日以内の新生児及び４カ月までの乳児を対象に、保健師及び委託訪問指導員（保健

師、助産師）により訪問指導を行うとともに、母親の心の健康状態の把握に努めています。 

確保方策の考え方 

４カ月までの乳児及び母親の状況把握ができるよう、以下のフローチャートに基づき実施し

ていきます。 

 

事業の量の見込みと確保方策 

＜量の見込み＞ 

生後 28 日以内の新生児及び４カ月までの乳児を対象とします。 

【参考】 

 

 

新生児等訪問指導及びフォロー体制のフローチャート

必
要
に
応
じ
て
地
区
担
当
フ
ォ
ロ
ー
・
関
係
部
署
と
連
携
し
た
対
応

妊娠届時に「赤ちゃん訪問連絡はがき」（出生通知書）を交付し、出生後区へ郵送していただくよう依頼する。

新生児訪問
①保健師

②委託助産師

③聖路加訪問看護ステーション

いずれかのスタッフが訪問

ママとベビーのはじめて教室
（来所による保健指導等）

赤ちゃん訪問連絡はがきの返送

３～４か月児健康診査

返
送
の
な
い
方
に
案
内
送
付

参
加
せ
ず

受診せず

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1,581 1,641 1,722 1,815 1,756０歳児人口推計（人）

＜確保方策＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

  実施体制

１　訪問人員
    ３０人程度（区保健師・個人契約助産師・聖路加国際病院
　　訪問看護ステーション）
２　実施機関
　①中央区保健所
　②日本橋保健センター
　③月島保健センター
３　訪問事業以外のフォロー体制
　　ママとベビーのはじめて教室、乳児健診等の機会に行う。
　※フローチャートは前ページのとおり



 

８）

 
事

養

の支

ま

議会

るよ

 

確

児

ら中

協議

を取

 

養育支援訪

支援に資す

事業概要 

養育支援が特

支援を行う事

また、児童虐

会」を運営し

よう情報管理

確保方策の考

児童虐待の予

中央）」や、セ

議会は下図の

取り合い、情

問事業および

する事業 

特に必要な家庭

事業です。 

虐待の予防、

ます。子ど

理を行うとと

考え方 

予防、早期発見

センターを調

ような関係機

情報の交換や支

 

び要保護児童

庭を訪問して

早期発見や

も家庭支援セ

もに、個別ケ

見や子どもの

調整機関とし

機関と、民生

支援に関する

50 

童対策地域協

て、保護者の

子どもの適切

センターが調

ケース検討会

の適切な保護

た「要保護児

生・児童委員

る協議を行う

協議会その他

の育児、家事

切な保護のた

調整機関とな

会議や実務者

護のために

児童対策地域

員や福祉団体

うことで、児

他の者による

事等の養育能

ために、「要

なり、関係機

者会議などを

「子ども家庭

域協議会」の

体などから構

児童虐待を防

る要保護児童

能力を向上さ

要保護児童対

機関が円滑に

を開催します

庭支援センタ

の運営を推進

構成され、相

防止します。

童等に対する

させるため

対策地域協

に連携でき

す。 

ター（きら

進します。

相互に連絡
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事業の量の見込みと確保方策 

＜量の見込み＞ 

養育支援が必要な家庭への個別対応、虐待予防・早期発見という事業の性質上、量の見込み

は設定しません。 

 
 

  

＜確保方策＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

  実施体制

【養育支援訪問】
　１．アセスメントシートを用いた調査及び聞き取り
　２．養育支援訪問事業検討会議（援助方針の検討）
　　　※保健所・保健センター等との協議
　３．支援計画書作成
　４．養育支援の実施
　　①子ども家庭支援センター相談員または保健所・
      保健センター保健師による訪問相談
　　②ヘルパーによる育児、養育及び家事援助

【要保護児童対策地域協議会】
　・代表者会議　年１回開催
　・実務者会議　年４回開催
　・個別ケース検討会議　随時開催
　・講習会　年１回開催
　※体制（イメージ）図は前ページのとおり
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９）地域子育て支援拠点事業 （子育て交流サロン「あかちゃん天国」） 

事業概要 

地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流や仲間づくり、育児相談等を行う事業です。子

ども家庭支援センター及び区立児童館を中心に実施します。 

 

確保方策の考え方 

各地域に拠点を確保し、１ヵ所あたり 30～60 人程度の利用者（１日の延べ人数）を、年始

年末、祝日を除く年間 345 日受け入れることで、各地域の量の見込みに対応します。 

 

事業の量の見込み、確保方策 

 

＜参考＞１ヵ所１回あたりの量の見込み（利用延べ人数） 

＜量の見込み＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

21,113 22,365 22,828 23,315 23,315

37,838 39,184 41,216 44,566 44,429

53,406 56,618 59,922 63,040 61,807

＜確保方策＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

年間利用希望延べ人数（人）

　　　京橋地域

　　　日本橋地域

　　　月島地域

拠点数（カ所）

      京橋地域

      日本橋地域

      月島地域

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

量の見込み再掲：年間利用希

望延べ人数（人）A
21,113 22,365 22,828 23,315 23,315

拠点数（カ所）　B 2 2 2 2 2

開館日数(概数)　C 345 345 345 345 345

１箇所１日あたりの利用延べ人数

D（A／B／C）
31 32 33 34 34

量の見込み再掲：年間利用希

望延べ人数（人）A
37,838 39,184 41,216 44,566 44,429

拠点数（カ所）　B 2 2 2 2 2

開館日数(概数)　C 345 345 345 345 345

１箇所１日あたりの利用延べ人数

D（A／B／C）
55 57 60 65 64

量の見込み再掲：年間利用希

望延べ人数（人）A
53,406 56,618 59,922 63,040 61,807

拠点数（カ所）　B 3 3 3 3 3

開館日数(概数)　C 345 345 345 345 345

１箇所１日あたりの利用延べ人数

D（A／B／C）
52 55 58 61 60

京橋地域
(築地･
新川)

日本橋地域
(堀留町･

浜町)

月島地域
(きらら中央･
月島･晴海)

※開館日数：365-6(年末年始)-14(祝日)=345 日  
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10）病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

 
事業概要 

入院加療の必要のない病中または病気回復期の子どもを保護者が家庭で保育できないとき、

医療機関や保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育する事業

です。生後７ヵ月～小学校３年生を対象に実施します。 

確保方策の考え方 

年間開業日数及び定員数から、受入最大枠が京橋地域では 1,500 人日、日本橋地域では 940

人日、月島地域では 1,410 人日と設定し、対応可能な体制を確保します。 

なお、月島地域については、量の見込みが受入最大枠を超え、１日あたりの利用延べ人数が

定員を超える数値となっていますが、実績からみると、現行の受入体制でも十分対応できる状

況です。また、地域間での対応により、受入枠に余裕のある京橋地域（聖路加ナーサリー）で

の受入れも可能なため、経年の状況をみながら、必要に応じて計画の中間年で見直すこととし

ます。 

 

事業の量の見込みと確保方策 

 

＜量の見込み＞　

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

456 488 522 544 560

593 643 701 759 772

1,477 1,544 1,615 1,683 1,672

＜確保方策＞　　　　　 開業日数は過去の実績に基づき設定

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

量の見込み再掲：年間利用希

望延べ人日　A
456 488 522 544 560

受入最大枠(人日)

:定員1日6名×開業日数(概

数)250日
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

１日あたりの利用延べ人数Ｂ

（A／250日）
1.8 2.0 2 .1 2 .2 2 .2

1日あたり定員 6 6 6 6 6

量の見込み再掲：年間利用希

望延べ人日　A
593 643 701 759 772

受入最大枠(人日)

:定員1日4名×開業日数(概

数)235日
940 940 940 940 940

１日あたりの利用延べ人数Ｂ

（A／235日）
2.5 2.7 3 .0 3 .2 3 .3

1日あたり定員 4 4 4 4 4

量の見込み再掲：年間利用希

望延べ人日　A
1,477 1,544 1,615 1,683 1,672

受入最大枠(人日)

:定員1日6名×開業日数(概

数)235日
1,410 1,410 1,410 1,410 1,410

１日あたりの利用延べ人数Ｂ

（A／235日）
6.3 6.6 6 .9 7 .2 7 .1

1日あたり定員 6 6 6 6 6

          京橋地域

          日本橋地域

          月島地域

日本橋地域
(さわやか保
育園・日本橋

浜町)

          年間利用希望延べ人日

京橋地域
(聖路加ナー
サリー )

月島地域
(小森小児科)
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11）妊婦健康診査 

 
事業概要 

母体や胎児の健康を守るために必要な妊婦健康診査を医療機関に委託して実施します。その

うち、妊娠確定後の検査（最大 14 回：国基準）及び超音波検査の費用の一部等を助成します。 

 

確保方策の考え方 

聖路加国際病院ほか妊婦健康診査実施医療機関に委託して、必要な妊婦健康診査を実施しま

す。 

 

事業の量の見込みと確保方策 

 

 
  

＜量の見込み＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

１回目 1,792 1,880 1,982 1,918 1,893

２～１４回目
（延べ件数）

17,104 17,945 18,915 18,306 18,065

＜確保方策＞

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

1 実施場所
①聖路加国際病院ほか区内１０医療機関
②区外妊婦健康診査実施医療機関
2 検査項目
①１回目
 問診、体重測定、血圧測定、尿検査（糖、蛋白定性）、
血液検査、血液型（ABO型、Rh（D）型）、貧血、血糖、不
規則抗体、梅毒（梅毒血清反応検査）
B型肝炎 （HBｓ抗原検査）、風疹（風疹抗体価検査）
②2回目～14回目
【毎回】
 問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導
【週数等に応じ、各回１項目】
クラミジア抗原、C型肝炎、経腟超音波、HTLV-1抗体、
貧血、血糖、B群溶連菌、NST（ノン・ストレス・テスト）、
超音波検査

  実施体制

妊婦健診受診件数
　　　　　　　　　　（件）
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（６）幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保の内容 

 

①教育・保育の一体的提供の考え方 

      現在、中央区には区立の保育所型認定こども園が２カ所、私立の地方裁量型認定こども園が１

カ所あり、各施設において教育・保育の一体的提供を展開しています。 

一方、区立幼稚園については、その多くが区立小学校に併設されており、今後５ヵ年の学校教

育・保育の量の見込みは増加傾向にあることから、小学校の増改築に合わせた保育室の確保や、

小学校の余裕教室を幼稚園の保育室に転用する等の対応を取っています。さらに、年齢進行によ

り今後学齢期を迎える児童の増加が予想されるため、小学校の増改築により教室数を確保する対

応を進めています。このような状況から、既存施設の改修により長時間保育の保育室等を確保し

てこども園化を図ることは難しく、本区においては施設面における教育・保育の一体的提供は困

難な状況にあるのが現状です。 

そのため、５ヵ年の確保方策において示したように、増加する量の見込みに対しては認可保育

所の整備、地域型保育事業の導入等により対応していきます。 

    また、幼児期の学校教育・保育の一体的提供に関しては、ソフト面での充実を図ることとし、

取り組みを推進していきます。 

    保育所、幼稚園、小学校合同の連絡会や研修会を通じて教員、保育士が交流・連携し、その成

果をそれぞれの現場での実践に生かすことにより、就学前の子どもに対する教育の質の確保・充

実や小学校への円滑な接続を図るなど、下表②に掲げる事業を実施していきます。 

 

②教育・保育の推進に関する体制の確保の内容 
施策名 内 容 

保育所・認定こども

園・幼稚園における

交流と連携の推進 

保育所と幼稚園がそれぞれ良いところを活かし、就学前の子どもに対する

保育と教育の充実や小学校への円滑な接続を図るため、保育所（区立・私

立認可、認定こども園、認証保育所）、幼稚園、小学校合同の連絡会や研

修会を実施し、教員、保育士の資質向上を図るとともに、幼児・児童及び

教員・保育士の交流・連携を推進します。 

○保・幼・小連絡会 年２回開催 

○地域別合同研修会 京橋・日本橋・月島の各地域 年１回開催 

保護者向けリーフレ

ットの配布・活用 

 

 

保育・教育内容の均等化を図るとともに、家庭での子育ての一助となるよ

う、保護者向けリーフレット「幼児のよりよい育ちをめざして」を作成し、

各保育所・認定こども園・幼稚園を通じて各保護者に配布し、家庭生活で

の子育てに関しての理解や協力を促します。 

幼稚園における預か

り保育の実施 

（再掲：Ｐ４６参照） 

通院・看護やＰＴＡ活動、また、パートタイムや自営業等で保育時間の延

長を希望する保護者のニーズに応えるため、京橋・日本橋・月島地域の各

１園において、預かり保育を実施します。 

○実施園 明石幼稚園、有馬幼稚園、月島第一幼稚園（平成２７年度以降

     明正幼稚園実施予定） 
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 【参考：幼稚園教育要領と保育所保育指針の比較】 

幼稚園教育要領 保育所保育指針 

 

 

総 

 

 

 

則 

 

 

「第１ 幼稚園教育の基本」より 

 幼児期における教育は，生涯にわたる人

格形成の基礎を培う重要なものであり、幼

稚園教育は，学校教育法第二十二条に規定

する目的を達成するため、幼児期の特性を

踏まえ、環境を通して行うものであること

を基本とする。 

 

 

総

 

 

 

則

 

 

 

「２ 保育所の役割」より 

(一)保育所は、児童福祉法（昭和二十二年

法律第百六十四号）第三十九条の規定に基

づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、

その健全な心身の発達を図ることを目的と

する児童福祉施設であり、入所する子ども

の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的

に増進することに最もふさわしい生活の場

でなければならない。 

 

「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の５領域から構成 

健

康 

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な 

生活をつくり出す力を養う。 

健

康

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な 

生活をつくり出す力を養う。 

人

間

関

係 

他の人々と親しみ、支え合って生活するた

めに自立心を育て、人とかかわる力を養う。

人

間

関

係

他の人々と親しみ、支え合って生活するた

めに、自立心を育て、人と関わる力を養う。

環

境 

周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持っ

てかかわり、それらを生活に取り入れてい

こうとする力を養う。 

環

境

周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持っ

てかかわり、それらを生活に取り入れて行

こうとする力を養う。 

言

葉 

経験したことや考えたことなどを自分なり

の言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こう

とする意欲や態度を育て、言葉に対する感

覚や言葉で表現する力を養う。 

言

葉

経験したことや考えたことなどを自分なり

の言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こう

とする意欲や態度を育て、言葉に対する感

覚や言葉で表現する力を養う。 

表

現 

感じたことや考えたことを自分なりに表現

することを通して、豊かな感性や表現する

力を養い、創造性を豊かにする。 

表

現

感じたことや考えたことを自分なりに表現

することを通して、豊かな感性や表現する

力を養い、創造性を豊かにする。 

※ 保育所においては上記の５領域に加え、「養護」「生命の保持」及び「情緒の安定」に関わ 

る保育内容を、子どもの生活や遊びを通して相互に関連を持ちながら、総合的に展開する。 
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５．子ども・子育て支援に関連する施策の取り組み 

 

（１）産後の休業及び育児休業後における教育・保育施設等の円滑な利用の確保 

 

国の基本指針において、０歳児の子どもの保護者が、保育所等への入所時期を考慮して、育児休

業の取得をためらったり、取得中の育児休業を途中で切り上げたりする状況があることを踏まえ、

育児休業満了時（原則１歳到達時）からの特定教育・保育施設または特定地域型保育事業の利用を

希望する保護者が、育児休業満了時から利用できるような環境を整えることが重要である旨が示さ

れています。 

中央区では、平成２５年４月の保育所入所申込みにおいて、１歳児の保育所申込者数のうち約 

３４％しか入所できず、一方で０歳児クラスには空きがある状況が見られました。このため、０歳

児の方が入りやすいという認識を持った方、育児休業を早目に切り上げてでも入りやすい０歳児の

うちに申し込んだ方が良いという判断をした方が多いと見込まれたため、平成２６年４月入所では

０歳児の申込みが増加しました。結果として、０歳児の待機児童が前年より増えたこともあり、予

定どおり育児休業を満了できずに早期の入所申込みをせざるを得ない状況は、改善するべき課題と

して取り組んでいく必要があります。 

そこで、育児休業取得後でもできる限り入所しやすくなるよう、新規で整備する認可保育所にお

いて、以下のとおり１歳児クラスからの定員を確保する施策を実施していきます。 

 

① 平成２６年度（実績） 

・平成２６年４月開設の認可保育所６園にて、０歳児の定員を設けず、１歳児クラスからの定 

員を確保 

② 平成２７年度（予定） 

・平成２６年１０月開設予定の認可保育所２園及び平成２７年度新規開設の認可保育所におい 

て、定員の空きが出る５歳児クラスの枠を活用して、１年間に限り１歳児の保育を実施 

・園によっては、平成２６年度と同じく０歳児の定員を設けず、１歳児クラスからの定員確保 

を検討 
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（２）子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援 

 

１）児童虐待防止対策 

 

施策の方向性 

区では、児童虐待の早期発見・早期対応のために「子どもほっとライン」を設置するととも

に、区民や関係機関に対して、児童虐待防止に向けたパンフレットやリーフレットを配布する

など、児童虐待防止に向けた普及啓発に取組んできました。これらの PR をさらに強化してい

きます。また、平成 19（2007）年度には、「児童虐待防止関係機関情報ネットワーク｣をより迅

速かつきめ細やかな支援を行うため｢要保護児童対策地域協議会」に発展的に改組しました。

今後は、児童虐待の根絶を目指し、さらに地域や関係機関との連携を強化していきます。 

また、児童虐待を未然に防ぐための取組として、保護者の育児負担や育児不安を解消するこ

とも必要です。そのため、保護者同士が気軽に集ったり、子育ての悩みを相談することのでき

る場の提供や子育てグループの育成に取り組むなどの継続的な支援やこれらのサービスを利

用していない保護者に対するはたらきかけについても検討していきます。 

 

施 策 

 

施策名 内 容 

子ども家庭支援セン

ターを核としたネッ

トワークの充実 

（Ｐ５０図参照） 

子ども家庭支援センターを核とし、児童相談所、民生・児童委員、ボラ

ンティア団体など関係機関と連携を図りながら、子どもと家庭を支援する

総合的なネットワークづくりの充実を図ります。 

児童虐待防止キャンペーンの実施など普及啓発活動を積極的に行い、児

童虐待防止に向けた意識の向上に努めるとともに、要保護児童対策地域協

議会において、地域全体で子どもを見守るという視点で関係機関の連携を

さらに強化し、地域の子育てネットワークを推進します。 
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２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

 

施策の方向性 

ひとり親家庭では、相談する相手が身近にいない、ひとりで生計を担うことへの将来の不安が

大きい、病気時に看護する人がいない等の厳しい状況に加え、子育てと生計の維持という二重

の負担から生活面や子どもの養育等において様々な悩みを抱えています。 

また、ひとり親家庭実態調査では、就労状況はパート・アルバイトが 26.9％、派遣・契約社

員は 14.5％で、非正規雇用の割合が４割以上という結果でした。また、希望する就労支援とし

て「技能講習・職業訓練の受講に対する経済的援助の充実」を挙げた人が 35.8％いました。 

そのため、区では、日常生活における諸問題について相談を受ける体制やリフレッシュのため

の支援を継続していくとともに、就業支援策等経済的に自立していくための支援を推進します。 

また、国においては、平成２６年１０月１日付けで「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子

並びに寡婦福祉法」に改められ、父子福祉資金制度（父子家庭に修学資金、生活資金等を貸し付

ける制度）の創設等、父子家庭に対する支援が拡充されるため、本区においても関連する規程を

整備し、父子家庭に対する支援を行います。 

 

施 策 

 

施策名 内 容 

母子・父子福祉資金

（仮称）の貸付 

母子家庭及び父子家庭が経済的に自立して安定した生活を送るために必

要な資金を貸し付けます。 

自立支援教育訓練給

付金 

区が指定する教育訓練講座を受講し修了した母子家庭の母及び父子家庭

の父に対して、経費の一部を助成し、主体的な能力開発を支援します。 

高等技能訓練促進費 

（「高等職業訓練促

進給付金」に名称変

更予定） 

看護師や介護福祉士などの国家資格取得のため 2 年以上要請機関を修業

する母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、高等技能訓練促進費を支給

することにより、生活の負担軽減を図り、資格取得を支援します。 

ひとり親家庭ホーム

ヘルプサービス 

義務教育修了前の子どものいるひとり親家庭に対して、就職活動や急病等

のため一時的に家事等の日常生活に支障が生じている場合に、ホームヘル

パーを派遣します。 

母子・父子自立支援

プログラム（仮称） 

児童扶養手当受給者の経済的自立を図るため、公共職業安定所と連携し、

就労支援を行います。 

ひとり親家庭休養 

ホーム 

 

ひとり親家庭の休養とレクリエーションにふさわしい施設を指定し、ひと

り親家庭の親子が、指定施設を無料又は低額な料金で利用できるよう助成

を行います。 
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３）障害児施策の取組 

 
施策の方向性 

 

①拠点整備と支援体制の構築 

 

平成26 年１月に我が国も批准した障害者権利条約では、障害に基づくあらゆる差別（「合理

的配慮」の否定を含む。）の禁止や障害者の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の促

進等が定められています。 

障害児の地域社会への参加・包容を推進するためには、障害者福祉サービスの支援だけでな 

く保育所等の一般的な子育て支援施策における障害児の支援とあわせて、教育とも連携をさら

に深めた上で、より総合的な形での支援を実践していくことが重要となります。 

また、障害の早期発見・早期支援の観点から保健所・保健センターで実施する乳幼児健診事 

業との連携も重要となります。 

障害児支援は個々のニーズに応じた丁寧な支援が必要であるという認識に立ち、一人ひとり 

の個性と能力に応じた支援を行うことができる体制を作っていく必要があります。 

このため、地域の障害児支援の中核的な拠点となる子ども発達支援センター（仮称）を整備 

し、相談支援機能を強化するとともに、保健、福祉（障害者福祉、保育）、教育が連携して、障 

害の早期発見・早期支援に努めて、障害児が地域で安心して学び成長していけるようライフス 

テージに応じた切れ目の無い一貫とした支援体制を構築していきます。 

 

 

施 策 

 

施策名 内 容 

発達促進保育 

 

心身に障害を有する乳幼児で、集団保育が可能な障害児を対象に、保育

所において発達促進保育を行います。 

幼稚園・保育所への

巡回相談・指導 

 

教育センター所属の専任教育相談員が定期的に巡回し、在園児の発達相

談・指導を行います。 

子ども発達支援セン

ター（仮称）の整備 

障害児およびその疑いのある子どもが、地域で安心して学び成長して

いけるよう、就学前、学齢期及び将来の社会生活までのライフステージ

に応じた切れ目の無い一貫とした支援を実施するため、子どもの障害や

育ちに関する総合相談と療育の拠点となる「子ども発達支援センター

（仮称）を整備し、保健・福祉・教育が連携した支援体制を構築します。
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  ②特別支援教育の推進 

 

    近年、障害の多様化が進んでおり、通常の学級に在籍する LD（学習障害）や AD／HD（注意欠

陥／多動性障害）、高機能自閉症などの発達障害のある児童・生徒への適切な教育的支援が課題

とされています。現在、中央区では、固定の特別支援学級（知的障害）を小学校２校、中学校１

校に設置し、通級による指導を行う通級指導学級（情緒障害等）を小学校３校、中学校１校に設

置しています。また、平成２７年には、ことばやきこえの面で児童を支援する通級指導学級（言

語障害・難聴）を小学校１校に設置します。 

平成１９年４月、一部改正された学校教育法が施行され、特別支援教育がスタートしました。

発達障害も含めて、特別な支援を必要とするすべての児童・生徒が、一人ひとりの個性や能力を

最大限に発揮し、社会において自立・参加できるように、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズ

を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服するため、適切な指導および

必要な支援を行っていくことが求められています。 

また、特別支援教育を推進していくうえで、障害のある子どもとその保護者に限ることなく、 

すべての児童・生徒やその保護者、学校の教職員、関係機関、さらには地域全体が、障害や特別

支援教育について、正しい理解と認識を深めることが必要不可欠です。そのため、医療・保健・

福祉・教育・労働等関係機関が緊密な連携を図り、生涯学習や交流、共同学習等を通じて、障害

に対する理解啓発や協力できる体制を確立します。 
 

施 策 

 

施策名 内 容 

特別な支援を必要とする

児童・生徒への支援 

 

 

 

高機能自閉症やＬＤ（学習障害）、ＡＤ／ＨＤ（注意欠陥／多動性障害）

など、通常の学級に在籍しながら一部特別な指導を必要とする児童・生徒

に対して、専門家による支援を行います。また、特別支援学校に就学して

いる児童・生徒と区立小中学校に就学している児童・生徒が交流活動を行

う副籍制度を実施し、相互理解を推進します。 

職員研修の充実 

 

特別支援教育を推進するために、特別支援教育や特別支援教育コーディネ

ーター研修の実施により、継続して教員等の専門性の向上を図ります。 

障害や特別支援教育の理

解啓発の推進 

特別支援教育を推進していくため、保護者を始め、地域全体に障害や特別

支援教育に対する正しい理解啓発を推進します。 

特別支援教育における環

境整備 

 

特別支援教育における教育内容を充実させ、継続的な支援を行っていくた

めに、関係機関の連携を図り、個別指導計画や個別の教育支援計画の充実

を図ります。 

個に応じた支援の充実 保護者と共通理解を図りながら個別指導計画および個別の教育支援計画を

作成するとともに、一人ひとりの能力を伸長できるよう常に見直しを進め

ることで、個に応じた支援の充実を図ります。 

教員の資質向上 国・東京都の動向や新しい教育課題に留意しながら、職層・指定・選択研

修等を充実させ、また、必要な支援への気づきや関係機関との連携の手立

て等についての手引きを作成し、特別支援教育について教員の資質向上を

図ります。 
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62 

（３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に向けた支援施策との連携 

 

 
施策の方向性 

保育所整備や延長保育、一時預かり保育といった、保護者が就労等により家庭で保育できな

い場合の子育て支援施策を進めていくのと同時に、子育ての時間や、家庭、地域、自己啓発

等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）を推進していく必要があります。 

子ども・子育て支援法に基づく基本方針においても、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、労使を始め国民

が積極的に取り組むこと、国や地方公共団体が支援すること等により、社会全体の運動として

広げていく必要があることが示されています。 

ワーク・ライフ・バランスについて企業の理解を進めるためには、個人生活の充実だけでは

なく、多様な人材を確保することによって、企業の活性化にもつながることをさまざまな機会

を通じて啓発していく必要があります。 

仕事と生活の調和の実現に向けた労働者、事業主、地域住民の理解や合意形成の促進及び具

体的な実現方法の周知のための広報、啓発を行うとともに、企業に対するコンサルタント派遣、

ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業の認定などの業務を推進していきます。 

 

施  策 

施 

施策名 内 容 

ワーク・ライフ・バランス講演会等

の実施 

商工会議所等と連携し、区民や企業に対してワーク・ライフ・

バランスに関する講演会やセミナーを開催し、啓発を行います。

ワーク・ライフ・バランス啓発

パンフレットの発行 
区民や企業に対し、ワーク・ライフ・バランスに関する情報提

供や啓発のため、パンフレット作成や配付を行います。 

企業に対するコンサルタント派遣 

 

ワーク・ライフ・バランスに取り組もうとする企業、または、

さらに取り組みを向上させたい企業に対し、コンサルタントを

派遣し支援します。 

ワーク・ライフ・バランス推進企業

の認定 

ワーク・ライフ・バランスを推進している企業を認定し、その

取り組みを広く紹介することにより、企業に対する普及啓発を

図ります。 

男女共同参画講座（男性対象）の充

実 

男性が家事・子育てに参画するための意識啓発やきっかけづく

りのため、男性を対象とした男女共同参画講座を実施し、知識

や技術の習得を支援します。 
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６．計画の推進 

 

 

（１）計画の進捗状況の管理（実施状況等の点検・評価・計画の見直し） 

各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の実施状況等について点検、評価

するため、中央区子ども・子育て会議を定期的に開催し、その結果を公表します。 

計画開始後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、量の見込みと大きく乖離して

いる場合には、確保方策の修正が必要となります。支給認定の状況を踏まえ、必要な場合には、

計画期間の中間年を目安として、計画の見直しを行います。 

 

（２）評価指標 

評価においては、個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え、計画全体の成果（アウトカム）

についても点検・評価することが重要です。 

子ども・子育て支援の推進においては、利用者の視点に立った柔軟かつ総合的な取組みが必要

であり、このような取組みを評価するため、利用者の視点に立った指標を設定し、点検・評価を

行い、施策の改善につなげていくことが望まれます。計画策定と同時に評価指標の設定について

も検討していきます。 

 

 

 


